
「結核に関する特定感染症予防指針」の論点(案 )
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昭和二十六年の結核予防法の制定以来およそ半世紀が
経過し、この間の結核を取り巻く状況は、医学・医療
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☆国際 的 には多斉J耐性結 核 、

H:V/AIDS合 併結核が大きな課題と
ならているがt我が国の現状に照ら
して、何らかの言及が必要か。
☆結核の診断・治療の技術につい
て、特定感染症予防指針策定以降開
発された新しい技術 (具体例 :リ ン
パ球の菌特異蛋白刺激によるイン
タニフェロンγ放出試験、耐性遺伝
子診断法、遺伝子タイピング等)を
反映することが必要か。

Iのような結核を取り巻く状況の変化に対応するに
は、予防の適正化と治療の強化、きめ細かな個別的対
応、人権の尊重、地域格差への対応を基本とした効率
的な結核対策の実施が重要であるもまた、結核対策に

おいて結核予防法が果たしてきた役割の大きさと、い

まだに結核が主要な感染症である現実とを踏まえ、感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
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る研究の推進、医薬品の研究開発、人材養成、啓発や

知識の普及とともに、国と地方公共団体、地方公共団

崎鯉羅健響管Ё警卍貧場「羅鰺舞墨お竺暦謝案皇撃富
る必要がある。

☆特定感染症予防指針策定以降の思
者数の減少を受け、低まん延化に向
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断を効率化し、リスクグループヘ焦
点を当てた徹底的な対策による低ま
ん延化の促進、結核の根絶をめざす
等。)  .
☆適正技術の維持や医療提供体制の

再構築等め罹患率減少によつて生ず
る新たな課題に対応することが必要
か。
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本指針は、このような認識の下に、総合的に予防のた
めの施策を推進する必要がある結核について、国、地
方公共団体、医療関係者、民間団体等が連携 して取 り
組んでいくべき課題について、発生の予防及びまん延
の防止、良質かつ適切な医療の提供、正 しい知識の普
及等の観点から新たな取組の方向性を示すことを目的
とする。

本指針については、結核の発生動向、結核の治療等に
関する科学的知見、本指針の進ちょく状況の評価等を
勘案して、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要
があると認めるときは、これを変更していくものであ
る。

基本的考え方     :
国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区
(以下「都道府県等」という。)に おいては、結核に関
する情報の収集及び分析並びに公表を進めるととも
に、海外の結核発生情報の収集については、関係機関
との連携の下に進めていくことが重要である:

事業 【補助金】 (結核
を含む)

一
「

の体 制 等 の

結核の発生状況は、法による届出や入退院報告、医療
費公費負担申請等を基にした発生動向調査により把握
されている。結核の発生動向情報は、まん延状況の監
視情報のほか、発見方法、発見の遅れ、診断の質、治
療の内容や成功率、入院期間等の結核対策評価に関す
る重要な情報を含むものであるため、都道府県等は、
地方結核・感染症サーベイランス委員会の定期的な開
催や、発生動向調査のデータ処理に従事する職員の研
修等を通じて、確実な情報の把握及び処理その他精度
の向上に努める必要がある。

事業 【結核研究所国庫
補助事業】

(■rH20)

○結核登録者情報提供
等事業 【結核研究所国
庫補助事業】
(H21～ )

☆者「遭府県琴において、地方結核・
感染症サーベイランス委員会の定期
的な開催や、発生動向調査のデニタ
処理に従事する職員の研修等、確実
な情報の把握及び処理その他制度の
向上が図られているか。
☆発生動向調査については、入力率
が低い項目がある等の課題を踏まえ
て、質の向上、効率的活用のため、
入力項目の見直 しが必要か。
☆耐性結核対策の強化、リスクグ
ループの洗い出し等を目的として、
病原体サーベイランス (薬剤耐性及
び分子疫学的調査)の体制構築につ
いて検討することが必要か。
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二 基本的考え方

1 結核予防対策においては、感染症の予防の総合的

な推進を図るための基本的な指針 (平成十‐年厚生省
告示第百十五号。以下「基本指針」という。)第一の
二に定める事前対応型行政の体制の下、国及び地方公
共団体が具体的な結核対策を企画、立案、実施及び評
価 していくことが重要である。

2 大都市等の特定の地域において、高発病t遅発
見、治療中断、伝播高危険等の社会的リスクを同時に
有 している結核発症率の高い住民層に対 しても有効な
施策が及ぶような体制を構築する必要がある。そのた
め、我が国の現在の結核のまん延状況にかんがみ、発

差87質矛撃菫窯菅晃斯業品を健農蓼露P覇羹量暑雰
周辺の接触者健診、有症状時の早期受療の勧奨等きめ
細かな個別的対応に置くことが重要である。

○感染症予防事業 【補
助金】 (接触者健診、
管理健診 )

1 かつて、我が国において結核が高度にまん延 して

讐告暫億IF基核菖薯お巽賀8場肇諮顎勇堰筆ゑ憲理す
が、り患率の低下等結核を取り巻く状況の変化を受け
て、現在、定期の健康診断によって患者が発見される
割合は極端に低下しており、公衆衛生上の結核対策に
おける定期の健康診断の政策的有効性は低下してきて
いる。              ‐

☆指針策定後、_感染症法及び労働安
全衛生法に基づく健康診断は、効率
化を目的とした見直しが行われてい
るが、それを前提とした書きぶりに
することが必要か。
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2 -方、高齢者、地域の実情に即 した疫学的な解析
により結核発病の危険が高いとされる住民層、発病す
ると二次感染を起こしやすい職業に就労 している者等
の定期の健康診断の実施が政策上有効かつ合理的であ
ると認められる者については、重点的な健康診断の実
施が重要であるとの認識の下、健康診断の受診率の向
上を目指すこととする。

065歳以上の者に対す
る定期健康診断 【政
令】

☆高齢者、地域の実情に即した疫学
的な解析により結核発病の危険が高
いとされる住民層 (ハ イリスクグ
ループ)、 発病すると二次感染を起
こしやすい職業に就労している者
(デンジャーグループ)等の定期健

康診断の実施状況は適切であるか。
☆さらなる健診の効率化の観点か
ら、健診対象とする高齢者の範囲
(年齢の定義)を見直すことを検討

することが必要か。   |

3 学校、社会福祉施設等の従事者に対する健康診断
が義務付けられてし`る施設のみならず、学習塾等の集
団感染を防止する要請の高い事業所の従事者に対して
も、有症状時の早期受療の勧奨及び必要に応じた定期
の健康診断の実施等の施設内感染対策を講ずるよう地
方公共団体が周知等を行うこととする。また、精神科
病院を始めとする病院、老人保健施設等 (以下「病院
等」という。)の 医学的管理下にある施設に収容され
ている者に対しても、施設の管理者は必要に応じた健
康診断,を 実施することが適当である。

O各種学校等で実施す
る定期健康診断 【政
令】

☆定期健康診断の対象である集団感
染を防止する要請の高い事業所の従
事者 (デ ンジャーグループ)1こ つい
て、最近の集団発生事例を踏まえ、
効果を評価 し、範囲を見直すことが
必要か。

4 基本指針に則 して都道府県が策定する予防計画の
中に、市町村の意見を踏まえ、り患率等の地域の実情
に応 じ、定期の健康診断の対象者について定めること
が重要である。市町村が定期の健康診断の対象者を定
める際には、患者発見率0・ 0二から〇・0四パーセ
ン トをその基準として参酌することを勧奨する。

O市町村が特に必要 と

認める者に対する健康
診断 【政令】  ヽ

☆市町村が定期の健康診断の対象者
を定める際の参酌基準 (患者発見率
○・0二からO:○四パーセン ト)

について、近年の知見を踏まえ見直
しが必要か。

5 市町村は、医療を受けていないじん肺患者等に対
しては、結核発症の リスクに関する普及啓発ととも
こ、健康診断の受診の勧奨に努めるべきである。

☆低蔓延状態に向けて、「有症状時
の早期受診」がより重要 となること
か ら「症状の出現、増悪に際して早
期受診」を加えることが必要か。

●
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6 結核の高まん延地域を管轄する市町村は、その実
情に即して当該地域において結核の発症率が高い住民
層 (例 えば、住所不定者、職場での健康管理が十分と
はいえない労働者、海外の高まん延地域からの入国者
等が想定される。)に対する定期の健康診断その他の
結核対策を総合的に講ずる必要がある。

O市町村が特に必要と
認める者に対する健康
診断 【政令】

☆施策の重点化のため、リスクグ
ループに焦点を当てた対策の一層の
強化を目的として:リ スクグループ
のうち、住所不定者・社会経済的弱
者、新入国者などについて、対象と
すべき具体的な集団の範囲 (定義)

を整理し、必要とされる対策を示す
ことが必要か。

7 外国人の結核患者の発生が多い地域においては、
保健所等の窓口に我が国の結核対策を外国語で説明し
たバンフレットを備えておく等の取組を行うことが重

要である。またt地域における外国人の結核の発生動
向に照らし、市町村が特に必要と認める場合には、外
国人に対する定期の健康診断の体制に特別の配慮が必

要である。その際、人権の保護には十分に配慮すべき
である。            :

O在日外国人医療相談
事業 【結核研究所国庫
補助事業】

☆外国人全の対策について、全国的
に行うことが必要か。また、治療ヘ

の理解を促す積極的な対策として、
都道府県が実際に行つている事業を
踏まえ、パンフレットを備えておく
以外に有効な対策を示すことが必要
かb(例えば、都道府県単位で通訳
サービス等の環境を整えること
ギ。)         ●

☆外国籍ではあるものの国内居住歴
の長い者をハイリスクととらえるこ

与貸夕雷貧見菅喜寛秀甲9F奮魔畠
人」 (国籍)ではなく、「高まん延
国の出身者」または「居住歴がある
者」とすることが考えられるか。

8 健康診断の手法として、寝たきりや胸郵の変形等
の事情によつて胸部エックス線検査による診断が困難
な場合、過去の結核病巣の存在により現時点での結核
の活動性評価が困難な場合等においては、積極的に喀

痰
かくたん

検査 (特に塗抹陽性の有無の精査)を活用する
ことが望ましい.         :

☆健康診断において、胸郡エックス
線検査による診断が困難な場合等、
喀痰検査を積極的に行うことは必要
か。 (有症状の有無等、間診によ
り、必要な時に喀痰検査を実施する
ことでよいか。)
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1 法第十七条の規定に基づく結核に係る健康診断
は、結核のまん延を防止するため必要があると認める
ときに、結核にかかつていると疑うに足りる正当な理
由のある者について結核感染又は発病の有無を調べる
ために行われる健康診断である。これまで結核患者の
診断を行つた医師等の協力を得つつ、一般的に保健所
等における業務として実施されてきたもので、結核対
策において重要な位置を占めるものである。

○接触者健診の受診勧
告、受診措置 【法第17

条】

2 都道府県知事、保健所を設置する市の長及び特別
区の長 (以下「都道府県知事等」という。)が法第十七
条の規定に基づく結核に係る健康診断を行う場合に
あっては、健康診断を実施することとなる保健所等の
機関において、関係者の理解と協力を得つつ、関係機
関と密接な連携を図ることにより、感染源及び感染経
路の究明を迅速に進めていくことが重要である。この
際、特に集団感染につながる可能性のある初発患者の
発生に際しては、法第十七条の規定に基づく結核に係
る健康診断の勧告に従わない場合に都道府県知事等が
直接に対象者の身体に実力を加えて行政目的を実現す
るいわゆる即時強制によって担保されていることに留
意しつつ、綿密で積極的な対応が必要である。また、
感染の場が複数の都道府県等にわたる場合は、関係す
る都道府県等間又は保健所間の密接な連携の下(健康
診断の対象者を適切に選定する必要がある。

O感染症予防事業 【補
助金】 (接触者健診、
管理健診) ●

O結核集団感染事例報
告の徹底等について
【通知】

☆一般の住民及び医療従事者に対す
る注意喚起を目的として、集団感染・

が判明した場合には、厚労省への報
告とともに、個人情報の取 り扱いに
+分な配慮をしながら速やかに公表
することを記載すること力や必要か。

星第軍老彙房窺電走曇踏 ン嘉核ヒ摯看種曇蓼扉票憤ゎ
ゆる即時強制によって担保されていることに留意 しつ
つ、健康診断の対象者を適切に選定 し、必要かつ合理
的な範囲について積極的かつ的確に実施することが望
ましい。また、健康診断の勧告等については、結核の

まん延を防止するため必要があると認めるときに、結
核の感染経路その他の事情を十分に考慮 した上で、結
核に感染 していると疑うに足 りる正当な理由のある者
を確実に対象とすべきである。

O厚生労働科学研究の
成果として「結核の接
触者健康診断の手引き
とその解説」公表

○接触者健診の取扱に
ついて 【通知】

☆接触者健診を一層強化するため
に、どのような施策が有用である
か。 (夕1えば、各地域における接触
者健診の評価の実施など)
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― 基本的考え方

1 結核思者に対してヽ早期に適正な医療を提供し、
疾患を治癒させること及び周囲への結核のまん延を防
止することを結核に係る医療提供に関する施策の基本
とする。

0結核医療費公費負担
【補助金】

☆低まん延化に向けた施策の重点化
に伴い、発症リスクのある対象への
対策強化を行うという考え方から、
「潜在性結核感染症の治療の推進」
を基本的考え方で言及することが必
要か。

2 現在我が国における結核のり思の中心は高齢者で
あるため、基礎疾患を有する結核患者が増加 してお
り、結核単独の治療に加えて合併症に対する治療も含

管な経つ躍禁蓼標籠ヤ覆墓花e署長を多重ぁ奄鯰P義
が国の現在の結核のまん延状況にかんがみ、医療にお
いても対策の重点は発症のリスク等に応 じた結核患者
に対する適正な医療の提供、治療完遂に向けた患者支
援等きめ細かな個別的対応に置 くことが重要である。

O結核患者収容モデル
事業 【補助金】

☆低まん延化に向け、医療の質を確
保 し、患者を中心とした効率的な医
療提供を行つていくために、結核医
療提供体制の再構築を行うことが必
要か。

程響夢編尋樫籍修遍暑牽警追察寝
雑な結核治療を担う拠点病院を定
め、地域レベルにおいてt合併症
治療を主に担う地域基幹病院を定
め、国レベルで都道府県で対応困
難な症例を担う専門施設を定め
る。
●都道府県単位で、拠点病院を中
心として、各地域の実状に応じた
地域医療連携ネットワーク体制を
整備する。また、地域連携ネシ ト
ワークに対して専門施設が支援を
提供できる体制 (専門施設ネット
ワーク)を整備する。
●個別の患者の病態に応じた治療
環境を整えるべく、また医療アク
セスの改善を図るためにも、結核
病床とその他の病床を併せたユ
ニット化病床、感染症病床の利用
を含めた一般病棟の中の陰圧病床
の整備を進める。

<第 16回結核部会「今後の医療の
あり方に関するごれまでの議論の
概要」より>
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3 結核の治療に当たつては、適正な医療が提供され
ない場合:疾患の治癒が阻害されるのみならず、治療
が困難な多斉1耐性結核の発生に至る可能性がある。こ
のため、適正な医療が提供されることは、公衆衛生上
も極めて重要であり、結核に係る適正な医療について
医療機関への周知を行う必要がある。 ヽ ―

O結核医療の基準 【告
示】
◆日本結核病学会によ
る「結核医療の基準」

4 医療現場においては、結核に係る医療は特殊なも
のではなく、まん延の防止を担保 しながら=般の医療
の延長線上で行われるべきであるとの認識の下、良質
かつ適正な医療の提供が行われるべきである。このた
め、結核病床を有する第二種感染症指定医療機関にお
いては、結核患者に対 して、特に隔離の必要な期間「
は、結核のまん延の防止のための措置を採つた上で、

患墓8尋品|ヒ葬認署唇[竜腎F鵠轟3ホ璽馨縫儀菫暑
に対しては、結核以外の患者と同様の療養環境におい
て医療を提供する必要がある。また、患者に薬物療法
を含めた治療の必要性について十分に説明し、理解及
び同意を得て治療を行うことが重要である。

0入院勧告・措置 【法
19条】
○入院に関する基準

g彊撰
】

`法

22条】
○退院に関する基準
【通知】

☆病棟単位から病床単位の結核病床
に移行していく中k院内感染予防
や、患者中心の医療の観点から、中
長期にわたる入院の療養環境により
配慮した方策を講 じることが必要
か 。

☆入退院基準の妥当性について、検
討を継続していくことが必要か。
☆入院勧告に従わない患者への対応
方策を検討する

´
ことが必要か。

●結核病床 (ユニッ ト化病床含
む)、 モデル病床について、院内
感染予防、療養環境を考慮した施
設基準を定める。
く第16回結核部会「今後の医療の
あり方に関するこれまでの議論の
概要」より>

5 医療機関においては、結核の合併率が高い疾患を
有する患者等 (後天性免疫不全症候群、じん肺及び糖
尿病の患者、人工透析を受けている患者、免疫抑制剤
使用下の患者等)の管理に際 し、必要に応 じて結核発
症の有無を調べ、積極的な発病予防治療の実施に努め
るとともに、入院患者に対 し、結核に関する院内感染
防止対策を講ずるよう努めなければならない。

6 国民は、結核に関する正しい知識を持ち、その予
防に必要な注意を払うとともに、特に有症状時には、
適正な治療を受ける機会を逃すことがないように早期
に医療機関を受診し、結核と診断された場合には治療
を完遂するよう努めなければならない。また、結核の
患者について、偏見や差別をもつて患者の人権を損な
わないようにしなければならない。

○毎年実施する結核予
防週間 【通知】
◆結核予防会が実施す
る結核予防全国大会等

☆結核に対する一月1国民の意識が低
下 していることから、働き盛 りや無
保険者、自覚症状を意識 しない者
(他の呼吸器合併症を持つ者、認知

症、喫煙者)等、対象に焦点を当て
た受診の遅れに対する方策を検討す
ることが必要か。
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二 結核の治療を行 う上での服薬確認の位置付け

1 世界保健機関は、結核の早期制圧を目指 して、直
接服薬確認を基本とした包括的な治療戦略 (DOTS戦略)

を提唱 しており、現在までに世界各地でこの戦略の有
効性が証明されている。我が国においても、これまで
成果をあげてきた結核に係る医療の供給基盤等を有効
に活用しつつ、服薬確認を軸とした患者支援、治療成
績の評価等を含む包括的な結核対策を構築し、人権を
尊重しながら、これを推進することとする。

☆抗結核薬の確保の必要性につい
てt明記しておくことが必要か。

2 国及び地方公共団体においては、服薬確認を軸と
した患者支援を全国的に普及・推進 していくに当たつ
て、先進的な地域における取組も参考にしつつ、保健
所、医療機関、福祉部局、薬局等の関係機関との連携
及び保健師、看護師、薬剤師等の複数職種の連携によ

装濡語鯛讐を薄号ピ蓄管事なPよ
うヽ

警
切に評価

臀
び

0結核思者に対する
DOTSの推進について
(平成17年適用 )

―「日本版21世紀型
DOTS戦略推進体系図」
0結核対策特別促進事
業 【補助金】

☆DOTSの質を向上させ、個別的な患
者支援を行つていくための、医療機
関、保健所、社会福祉施設等を結ぶ
地域連携体制のさらなる強化をどの
ように促進 していくか。   1

●DOTSカ ンフアレンスやコホー ト
検討会の充実、地域連携パスの導
入などを推進する。 「

●都市圏の住所不定者や日虐い労
働者が多い地域では外来医療施設
において、外来治療とDOTSを含め
た患者支援を一体的に行う医療提

挙基校誌甚晨ぁ話琴誓足雷挙著倉
れまでの議論の概要」より>

3 保健所においては、地域の医療機関、薬局等との
連携の下に服薬確認を軸とした患者支援を実施するた
め、積極的に調整を行うとともに、地域の状況を勘案
し、特に外来での直接服薬確認力`必要な場合には、保
健所自らも直接服薬確認を軸 とした患者支援の拠点と
して直接服薬確認の場を提供することも検討すべきで
ある。

4 医師等及び保健所長は、結核の治療の基本は薬物
治療の完遂であることを理解 し、患者に対 し服薬確認
についての説明を行い、患者の十分な同意を得た上
で、入院中はもとより、退院後も治療が確実に継続さ
れるよう、医療機関等と保健所等が連携 して、人権を
尊重 しながら、服薬確認を軸とした患者支援を実施で
きる体制を構築することが重要である1     ,

O結核対策特別促進事

業 【補助金】
☆治療完遂のための思者教育の視点
か ら医療機関における院内DOTSの着
実な実施が重要であるが、実施率 と
質の向上を一層図っていくことが必
要か。

● I地域DOTS」 が有効に成り立つ
ためにも、入院中の「院内DOTS」

の患者教育をきちんと行う必要が
あることを再認識 し、これを徹底
してい く。
<第 16回結核部会「今後の医療の
あり方に関するこれまでの議論の
概要」より>
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― 基 本的考 え方

1 績核対策は、科字的な矢口見に基ついて推進される
べきであることから、結核に関する調査及び研究は、
結核対策の基本となるべきものである。このため、国
としても、必要な調査及び研究の方向性の提示、海外
の研究機関等も含めた関係機関との連携の確保、調査
及び研究に携わる人材の育成等の取組を通じて、調査
及び研究を積極的に推進することとする。

O結核研究所補助、政
府開発援助結核研究所
補助金 【補助金】

☆開発された革新的技術 (具体例 :

耐性遺伝子診断法、遺伝子タイピン
グ等)について、臨床現場に適用す

鍵堪8辱蛍〒奮習慕嫁製黒
p整備を

2 BCGを含む結核に有効なワクチン、抗菌薬等の結
核に係る医薬品は、結核の予防や結核患者に対する適
正な医療の提供に不可欠なものであり、これらの研究

冒荼墨曇早急暑Fぜ鰐モ抵テ醤危界ユ署濠P纂核鷹属
る医療のために必要な医薬品に関する研究開発を推進
していくとともに、民間においてもこのような医薬品
の研究開発が適切に推進されるよう必要な支援を行う
こととする。

O結核研究所補助 【補
助金】

☆低まん延化に向けて、罹患リスグ
グループや感染が起こるリスクのあ
る場の特定のための感染経路の把
握、また海外からの結核の輸入の国
内感染に与える影響を検証するため
に、分子疫学的調査・研究の強化を
していくことが必要か。

二 国における研究開発の推進

1 日ほ、=国規俣り調食や局度な薇食版lllr寺を必要
皇広島翼需た鯨勝慕勇「曇爵総程幕綴栃薯標

=皐

傍菖
讐鍵纏セP馨奔蓑8賃筈習雰暴雇詩須蓬翼準魔男Ж嚢
早憶看Fける調査及び研究の支援を進めることが重要

0厚生科字研究費、結
核研究所補助金 【補助
金】

2 国においては、資金力や技術力の面で民間では研
究開発が困難な医薬品等について、必要な支援に努め
ることとする。特に、現状では治療が困難な多斉」耐性

増γ罰言属曹罰馨事努た叢サ箱χttRT雪盲[写暑F
なお、これらの研究開発に当たっては、抗結核薬等の
副作用の減少等、安全性の向上にも配慮することとす
る。

○厚生科学研究費、結
核研究所補助金 【補助
金】

鷹零穫鳥書籠冒季言言:智旨罰唐彊
た、積極的な関連情報収集などを
行つていくことが必要か。
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地方公共団体における研究開発の推進

地方公共団体における調査及び研究の推進に当たつて
は、保健所と都道府県等の関係部局が連携を図りつ
つ、計画的に取 り組むことが重要である。また、保健
所においては、地域における結核対策の中核的機関と
の位置付けから、結核対策に必要な疫学的な調査及び
研究を進め、地域の結核対策の質の向上に努めるとと
もに、地域における総合的な結核の情報の発信拠点と
しての役割を果た していぐことが重要である。

四 民間 に

医薬品の研究開発は、結核の発生の予防及びそのまん
延の防止に資するものであるとの観点から、製薬企業
等においても、その能力に応じて推進されることが望
ましい。

F平 ll口甲 ●澤■■
.■

ill■,111■||||■■||■■■■11■ 111‐ ||「|●III1111‐ 1‐11=● :||■ |●1■|■■■‐1■■■■‐■111■■|■|1111■111■ 111‐■
‐ 基本的考 え方

国等においては、結核対策に関 して、海外の政府機
関、研究機関、世界保健機関等の国際機関等との情報
交換や国際的取組への協力を進めるとともに、結核に

関する研究や人材養成においても国際的な協力を行う
こととする。

二‐世界保健機関等ヽの協力

1 アフリカやアジア地域においては、後天性免疫不
全症候群の流行の影響や結核対策の失敗からくる多剤
耐性結核の増加等により、現在もなお結核対策が政策
上重要な位置を占めている国及び地域が多い。世界保
健機関等と協力し、これらの国の結核対策を推進する
ことは、国際保健水準の向上に貢献するのみならず、
在日外国人の結核のり患率の低下にも寄与することか
ら、我が国の結核対策の延長上の問題としてとらえら
れるものである。したがつて、国は世界保健機関等と
連携しながら、国際的な取組を積極的に行つていくこ
ととする。

0世界基金を通した貢
献
◆結核予防会、STOP TB
パー トナーシップ等を
通した支援
O◆ス トップ結核アク
ションプラン

“
ω
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2:国は政府開発援助による二国間協力事業により、
途上国の結核対策のための人材の養成や研究の推進を
図るとともに、これらの国との研究協力関係の構築や
情報の共有に努めることとする。

○」ICAに よる二国間協
力
O結核研究所補助、政
府開発援助結核研究所
補助金 【補助金】

第本 1人材の養成 ■■ ■ ■■■:‐
― 基本的考え方

結核患者の七割以上が医療機関の受診で発見されてい
る一方で、結核に関する知見を十分に有する医師が少
なくなつている現状を踏まえ、結核の早期の確実な診
断及び結核患者の治療成功率の向上のために、国及び
都道府県等は、結核に関する幅広い知識や標準治療法
を含む研究成果の医療現場への普及等の役割を担うこ
とができる人材の養成を行うこととする。また、大学
医学部を始めとする、医師等の医療関係職種の養成課
程等においても、結核に関する教育等を通 じて(医師
等の医療関係職種の間での結核に関する知識の浸透に
努めることが求められるL

|:な警贅再纏薫禽電虜8壼ヲ著用
な方策を検討する。 (専門家の養
成、資格制度の構築など)

●医療現場において、必要な時に
技術的な支援が行きとど〈体制づ
くり (既存ネットワ■クの活性化
を含む専門施設ネッ トワ■クの構
築、地域医療連携ネッ トワークの
構築)を行う。 (第二の一の 2も
参照)   

｀

く第16回結核音F会「今後の医療の

議墨F賃胃:'テれまでの議論の

国における人材の養成

¬ 国は、結核に関する最新の臨床知識及び技能の修

行半望装誓藻奮言督誉蒼旨爵瞥85F警霙窪繕型E凛
機関の医師はもとより、一般の医療機関の医師、薬剤
師、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師、准看
護師、臨床検査技師等に対する研修に関 しても必要な
支援を行つていくこととする。

O結核対策指導者養成
研修 【結核研究所国庫
補助事業】
O結核予防技術者地区
別講習会 【補助金】
(特別促進事業)

◇その他、結核研究所
が行う研修事業
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2 国は、結核行政の第一線に立つ職員の資質を向上

させ、結核対策を効果的に進めていくためt保健所及
び地方衛生研究所等の職員に対する研修の支援に関 し
て、検討を加えつつ適切に行つていくこととする。

O結核対策指導者養成
研修 【結核研究所国庫
補助事業】
O結核予防技術者地区
別講習会 【補助金】
(特別促進事業)

◇その他、結核研究所
が行う研修事業

における結核に関する人材の養威

郡遭府県辱は、結核に関する研修会に保健PJr及 ひ地万
衛生研究所等の職員を積極的に派遣するとともに、都
道府県等が結核に関する講習会等を開催すること等に
より保健所及び地方衛生研究所等の職員に対する研修
の充実を図ることが重要である。さらに、これらによ
り得られた結核に関する知見を保健所等において活用
することが重要である。また、感染症指定医療機関に
おいては、その勤務する医師の能力の向上のための研
修等を実施するとともに、医師会等の医療関係団体に
おいては、会員等に対して結核に関する情報提供及び
研修を行うことが重要である。      ■

茅t■ 1晋み臀舞ユび本悸,喜事■■■■
=::||■
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― 基本的考え方

1 国及び地方公共団体においては、結核に関する適
切な情報の公表、正 しい知識の普及等を行うことが重
要である。またく結核のまん延の防止のための措置を
講ずるに当たつては、人権の尊重に留意することとす
る。                 i

O結核予 防技術者地 区

別講習会 【補助金】
(特男J促進事業)

◆結核予防会等による
普及啓発事業

☆国や地方自治体の関与による地域
連携推進のための普及啓発をどのよ
うに行つていくことが必要か。

2 保健所においては、地域における結核対策の中核
的機関として、結核についての情報提供、相談等を行
う必要がある。
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参考資料2

厚生労働科学研究費補助金、厚生労働省新型インフルエンザ等新興再興感染症研究事

業罹患構造の変化に対応した結核対策の構築に関する研究

分担研究、結核対策評価1平 関する研究

全国自治体に対するアンケー ト調査その 2、 中間報告

分担研究者 :結核研究所 :吉山 崇

研究協力者 :結核研究所 :加藤誠也

下内 昭

目的                                   :
分担研究結核対策評価に関する研究は、結核対策のアウトカムである罹患率の推移に

影響を与える結核対策の各要素について、WHOが行なつている国の結核対策評価に倣

い、自治体の結核対策の外部評価の方法を確立することを目標としている。今回、評

価の指標を検討するため、国の定めた結核対策の指針である予防指針の項目に沿い、

現状を把握するためのアンケー ト調査を行なつた。

方法

各自治体宛に、電子メールで調査を依頼した。

対象となる自治体は、保健所を管轄している自治体、つまりt都道府県、政令指定都

市、中核市、保健所政令市、東京都 23区である。

集めた情報は次のとおりである

1 予防指針「第三医療の提供、一、基本的考え方」について

1.1.予防指針「第二医療の提供、一:基本的考え方」について概論

結核患者の入院の要否については、イギリスなど患者の多くを外来治療で行なって

いる国もあり、今後検討の余地はあると思われる。ただし、現在の喀痰塗抹陽性患者

を入院させる体制のもとにおいては、喀痰塗抹陽性患者に対して入院させる医療機関

の存否を検討する必要があり、現在の結核病床を有する病院数、病床数を質問し、医

療計画に基づく病床数と比較した。また、外来医療については、指定医療機関数と、

現在外来治療を行なつている医療機関数を質問した。診療を行なっている医療機関数

が少なければ、指定医療機関であつても結核についての情報のアツプデー トはおろそ

かになると危1具 される。      .
1.2.予防指針「第二医療の提供、‐、基本的考え方、5合併症を有する患者」につい

て                         _
予防指針では、合併症を有する患者に対して結核の発病有無を積極的に検査し、か

つ、入院する者に対しては院内感染防止策を講じなければならない、としている。合

併症を有する者に対して結核検査が適切に行なわれているかどうかについては、判断

が困難であり、今回のアンケー トでは調査ができなかつた。ただし、合併症を有する

結核患者がt合併症と結核の両方を適切に院内感染対策を受けながら治療できる体制

は必要であり、合併症があるものに対する入院医療体制について質問を行なつた。

1.3.予防指針「第二医療の提供、一:基本的考え方、3適正な医療の周知」について

適正医療の一例として、標準医療が行なわれている割合を検討した。また、適正医



療の周知のために行なっていること、特に、診査会の役割について質問 した。

2.予防指針「第三医療の提供、二、服薬確認の位置づけ」について

対面服薬確認を軸とする服薬確認体制の整備は保健所の行なう結核対策の柱であ
り、その最終的な評価はコホー ト分析によって行なわれる。よって、まず、コホー ト

分析の実施状況、DOTSの実施状況、対面服薬確認体制の整備状況について質問を行な
った。

3.予防指針「第二医療の提供、三、医療提供のための体制」について

医療提供のための体制として院内感染対策が行われているかどうか検討した。院内

感染対策自体は、医療法に規定され、すべての病院ではマ手ユアルを作成し、対策委

員会を設けることとなつている。自治体においては、院内感染対策がどう行なわれて
いるかどうかについての監査が行なわれているかどうかを検討した。また、その結果
として、院内感染の発生状況を質問した。手防指針では、菌検査精度管理について記

載があるが、精度管理体制については都道府県の管理はほとんど行なわれておらず、
今回の質問に入れなかつた。

集計状況

132自治体に送付し、105自 治体より返答があつた。都道府県は 47都道府県中 36都

道府県より返答があり、その他の自治体は 85自 治体中 69自 治体より返答があった。
47都道府県中都道府県および都道府県内の全自治体から返答があつたのは34でその

占める人回は12751万人の日本人口のうち6716万人で 53%あ づた。

結果

1_入院医療

都道府県の入院医療機関数が 1と なっている都道府県|よ 34都道府県中 3箇所であ
つた (表 1)。

年間発生とまつ陽性患者あたり病床数は、34都道府県の平均は 1018であった(表

2)。 この数が少ないということは、少ない病床で運営していることとなる。結核患者
一人当たりの入院期間が 2ヶ 月で常に病床が埋まっているとすると、病床数/年間発
生患者=2/12=0.17と なる。常に病床が埋まっていたらあらたな患者が発生してもすぐ
に入院させることができないので、ある程度の空床は必要であるが、病床数/患者数
がおおいとぃうことは、病床が多いということを意味する6

34都道府県の人口10万あたり病床数の平均は、7であらた。(表 3)            |
結核病床を有する自治体の結核病床の利用率の分布は(表 4)の とおりで、0.2-0.4

と0.4-06がそれぞれ 1/3を しめており、病床利用率はかなり低い。              |
実際に利用されている病床数は、公式の病床数と異なる。34都道府県の結核病床数

総数は4457床であるが、利用できる病床数は3344床と少なくなっている。病床あた

りの患者数は、(表 5)の とおりとなつた。

実際に利用されている病床数の人口10万 あたり数は、5であったb

基準病床数と利用されうる病床数を比較すると、利用されうる病床が少ないところ
が 16都道府県、多いところが 34都道府県であった(表 6)。
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院内DOTSを結核病床を持つ全病院で行なっているところが、34都道府県中21都道

府県で、残りの 13県では院内DOTSを していない医療機関があった。

結核病棟以外に入院した結核患者のある自治体は、101自 治体中41自 治体で、合計
267人 いた。結核病床以外に入院した患者数を塗抹陽性患者総数で除した比は、3.3%

であつた (表 7)。 267人のうち、感染症病床 70人、モデル病床 64人、その他の病床
60人であった(73人は不明と推定される)。 その理由として、自治体ごとの返答は表
のとおりで(表の数字はそれぞれを理由とする症例があつた自治体数でありt患者数
とは一致しない)、 合併症、重症のためと返答した自治体が多いが、結核病床満床を
理由とする自治体もあった。            .
都道府県に全自治体から返答のあつた 34自治体の感染症病床数、モデル病床数は

表のとおりであるが、モデル病床は 34自治体中 13自 治体でおかれておらず、おかれ
てぃる都道府県の多くで 1-9床であつた。モデル病床を持つ自治体(都道府県の二部
の自治体から返答のあつた地域を含む)42自治体のうち 21自治体で使用実績が無か
つたが、その理由として、理由を挙げたところでは、対象症例無との返答が多かつた
が、呼吸器内科医等スタッフの問題で受け入れられていないとの返答をした自治体が
21箇所中5箇所見られた。    .            、

|

結核患者のう̈ち県外で治療する者の害1合について1彙 都道府県内全自治体より回答
のあった 32都道府県のうち (表 10)の とおりで 0%か ら30%台 に分布していた。割合の

高いところは、埼玉、奈良、岐阜など大都市近郊住宅地を持つ地域で多かつた。これ
らの県および受け入れている都府県では、流出入を考慮した対応が必要と考えられた。
回答自治体から得られた、他の都府県で治療している理由については表のとおりで、

県境居住など本人家族理由が多かったが、合併症対応 (精神科、小児を含む)や耐性結
核など医療上の理由、満床、行旅患者が多く入院する病院が県外でその病院への流出

などの社会的理由も見られた。結核減少とともに医学的な困難症例への対応を各県で

完結するのは今後更に困難となるかもしれない。また、満床理由は、千葉県内、東京

都内、神奈川県内、福岡県内の自治体で見られていた。

2.合併症医療

合併症医療が可能な医療機関が無い都道府県数は、妊娠では 11、 透析では 7、 精神

科入院は 11、 徘徊認知症は 11、 大腿骨頚部骨折手術は 5、 1画出血/SAH手術は 9、 1歯梗

塞は 9、 PCIは 8で あった(表 11)。 常に近県の医療機関を用いることを了解している(送

り手側も受け入れ側も)場合も有るので、医療機関が無いと返答した都道府県が常に

困つているわけではないが、これらの合併症治療を要する場合は、現在でも都道府県   :
内では完結しないものとなつており、近県との連携、一般病床における陰圧室完備に

よる受け入れ態勢の整備、いずれかを進める必要があろう。精神科では、受け入れ可

能と返答した 28都道府県中モデル病床で可能となつているところが 11箇所あり、精

神科モデル病床の活用が進んでいることが伺われた。

3.外来治療
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指定医療機関の分布は 500999箇所の都道府県が多し`が、患者を実際に見ている医

療機関数は 20-49箇 所が多からた。返答数では 500以上の医療機関と返答 したところ

が 5箇所あるがいずれも年間患者数 500以下の都道府県であつた(表 12)。 それを除い

て判断すると結核患者を診ている医療機関数は少数であると思われ、その中にはヽ指
定医療機関の中には、病院や呼吸器内科専門医の診療所など結核患者数の多い医療機

関と、かかりつけ等で発生時に対応する結核患者数の少ない医療機関、とがあると思

われる。

4 標準医療の周知   _
標準冶療が行なわれている割合は、都道府県では(表 13)の分市でいずれも50%以上

であったが、70%未満の県も見られた。都道府県以外の自治体(政令指定都市、中核市、
保健所政令市、東京23区 )で、標準治療害1合 50%未満のところが6箇所見られた。

標準医療周知のために行なわれていることについては、標準治療割合 50%未満の市

区 6箇所の うち 2箇所は特に挙げてお らず、標準治療施行率の中等度の 自治体

(60,80%)で周知のために何か行なってし`る、としている自治体がやや多しヽ傾向にあっ

た(表 14)。 行なっていることは、個別指導、パンフレット、手弓|き の作成、重要事項
や通知の送付、研修、病院との連絡会議DOTSカ ンファなどでの対応、電話相談(1箇

所)、 ホームペニジ(1箇所)が挙げられた。

公費負担申請の際に適正な医療が行なわれているかどうか検討 している自治体は

返答 103箇所の うち 100箇所で Noと した 3箇所はいずれも、PZA使用割合が 30%以上

の自治体であった (表 15)。

公費負担申請の際に適正な医療が行なわれているかどうか調べるために行なって

いることは (表 16)の とおりで、診断、治療の妥当性については多くの自治体で公費負

担申請の際に検討されているが、少数チェックしていない自治体も見 られたξ

5.コ ホー ト分析

都道府県の結核予防計画においてコホー ト分析結果を目標においている都道府県

は、記載のあった 35都道府県のうち 23都道府県のみであった (表 17)。

その目標は、失敗中断割合をr定以下としているところが16箇所(表 18)と 多かつ
た。その他、複数回答したところもあり、治療成功率、コホー ト入力率に目標を置い
てぃるところが見られた。

2008年の時点で目標を達成している都道府県数は(表 19)、 20箇所中 7箇所(11箇

所未達成、1箇所は発生動向調査形式が変わったため発生動向調査からはわからない、
1箇所は複数日標のうち達成と未達成があり)であった。

情報のある自治体における治癒率、治療中断率、治療失敗率は(表 20)の とおりで、
中断割合が 5%以上のところが 93自治体中 20自 治体みられた。
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6. DOTS

DOTSを実施した患者中、タイプAの割合は 8%、 タイプ Bの割合は 24%、 タイプ C

の割合は 67%で あったが、タイプ Aが 40%台 という高い割合を示す自治体も見られる

一方、半数弱に当たる47自治体ではタイプAは 5%以下であつた(表 21)。

保健所のスタッフの関与 (直接確認以外の確認方法を含む)状況を検討した。

タイプAの うち、保健所スタッフの関与を毎日(週 5回以上)受 けている患者は52%:

週単位 (週 1-4回 )以上は 69%、 月単位 (月 1-3回 )以上は 84%、 何らかの保健所ス

タッフ関与有は 86%で あった。つまリタイプAでは毎日関与を受けている患者が多か

った。また、72自 治体中 19自治体ではタイプAはほとんど(90%以上)の患者で毎日服

薬関与を受けていたが、26自治体では毎日服薬関与を受けていた患者がいなかつた。

(表 22)

タイプBの うち、毎日関与 (週 5回以上)を受けている患者は 9%、 週単位 (週 1-4

回)以上は 43%、 月単位 (月 1-3回 )以上は 33%、 何らかの保健所スタッフ関与有は

91%で あつた。つまリタイプBでは、週単位または月単位で 1=4回 関与を受1ナている

患者が多かった。また、92自治体中58自治体ではタイプBはほとんど(90%以上)の患

者で月単位以上関与を受けていた6(表 23)        ｀

タイプCの うち、毎日関与 (週 5回以上)を受けている患者は 0%、 週単位 (週 1-4

回)以上は:1%、
月単位 (月 1-3回 )以上は 72%、 何らかの保健所スタッフ関与有は 90%

であった。つまリタイプCでは、月単位で 1-3回確認を受けている患者が多かつた。

また、93自治体中33自治体でのみ、タイプCの うちほとんど(90%以上)の患者で月単

位の保健所スタッラ関与を受けていた。 (表 24)               ‐

保健所スタッフ以外も含む対面服薬確認状況を検討した。

タイプAの うち:対面服薬確認を毎日 (週 5回以上)を受けている患者は 54%、 週

単位 (週 1-4回 )i以上は 67%、 月単位 (月 1「3回 )以上は 75%、 何らかの対面服薬確

認有は 75%で あった。つまリタイプAでは毎日服薬確認を受けている患者が多からた

が、対面服薬確認を受けていない者も 1/4程度いた。また、62自 治体中 14自治体で

はタイプAはほとんど(90%以上)の患者で毎日服薬確認を受けていたが、20自 治体で

は毎日服薬確認を行なっている患者はいなかった:(表 25)

タイプBの うち、対面服薬確認を毎日 (週 5回以上)を受けている患者は 11%、 週

単位 (週 1-4回 )以上は 39%、 月単位 (月 1-3回 )以上は 67%、 イ可らかの対面服薬確

認有は 71%で あった。つまリタイプBでは週単位または月単位で服薬確認関与を受け

ている患者が多く、医療従事者以外でも関与者の入った毎日の服薬確認は 11%にすぎ

なかった。78自 治体中8自治体ではタイプBのほとんど(90%以上)の患者で週 1回以

上服薬確認を受けていた(表 26)

タイプCの うち、対面1風薬確認を毎日 (週 5回以上)を受けている患者は 2%、 週単

位 (週 1-4回)以上は 4%、 月単位 (月 1,3回)以上Iま 29%、 何らかの対面服薬確認有

は 38%で あった。つまリタイプCでは服薬確認を受けていない患者が多かった。(表

27)。

保健所で DOTSを行なっている割合は保健所のうち 73%、 また薬局 DOTSを導入して



いる保健所の害1合は 22%で あった (表 28)。 そのほか、患者宅、病院、施設、訪間看護

ステーション、勤務先、学校、市の保健センターなどの場所でDOTが行なわれていた。

保健所で DOTSを行なう人員の雇用形態は、常勤のみ、非常勤や委託のみ、両者とも

に分かれた。 (表 29)

保健所と定期的に会合を行なっている病院の数の、自治体ごとの分布は表 30の と

おりで、3県、19市区では病院との定期的な会合を持つていないと返答があつた。8,9

箇所と返答したのは、それぞれ、大阪市と沖縄県であつた。

7 研究

自治体で結核に関する研究をしているところは、返答した自治体 103箇所中 23箇

所 (表 31)でその内容は表32の とおりである。複数回答があるので23を こえるが、月風

薬支援、病院保健所連携を含めたDOTSについての研究が多くあった
`保健所で結核に関する研究をしている保健所は、返答した自治体99自 治体中 36箇

所 (表 33)で その内容は表34の とおりで、DOTSおよび集団感染、施設内感染対策につ

いての研究が多く行なわれていた。

8「 研修

医療福祉従事者に結核研修を行なつている自治体は返答のあつた 102箇所中 69箇

所と多く(表 35)、 その研修評価方法は表 36の ように、アンケートが多いが、立ち入

り調査などの際に実地で状況を視察などの返答もあった。

9 院内感染対策

自治体から医療機関への医療監視の際に結核に関する院内感染対策について尋ね

ているところは、99自 治体中 82自 治体 (表 37)と 多く、うち、感染対策委員会感染対

策チームにおける結核責任者の有無を確認しているところは返答のあった 83自治体

中 (結核に関する院内感染対策について尋ねているかの質問に対しては無と返答だが、

責任者など各項目について有と返答している自治体が 1か所あつた)46自治体、感染

対策マニュアルにおける結核の記載の有無を確認しているところは返答のあつた 83

自治体中 76自治体、入院患者itおける結核早期診断の仕組みの有無を確認している

ところは返答のあった83自治体中48自治体、結核患者発生時の保健所への連絡体制

の有無を確認しているところは返答のあった83自 治体中71自治体であつた。(表 38)。

10.院内集団感染

院内集団感染の頻度は12008年返答のあつた 105自 治体中ありが 7自治体、2009

年は返答のあった 106自治体中ありが3自治体で、院内集団感染事例のあつた自治体

の発生件数は 1件であつたが (表 39)、 10名 以上の院内集団感染者を出した事例が、

2008年 4件、2009年 2件 (表 40)見 られた。院内集団感染の発病者の分布は 5例以上

が2008年 2件、2009年 1件です (表 41)。 集団では無い院内感染発病者の分布は返答



のあつた 101自 治体の うち 2003年 は 46自治体、2009年は 52自 治体で院内感染の報

告があり(表 42)、 集団では無い院内感染者の数の報告のあつた 102自治体のうち2"8

年は 15自 治体12009年は 24自 治体で発病者があった。(表 43)。

施設、学校への施設内感染対策の情報提供を行なつているところは返答のあつた

104自治体のうち 88自治体で、老人施設が多く、ついで学校教育委員会 (表 44)で あ:

り、その情報提供方法は、研修が多く、資料配付、発症時の対応などであつた(表 45)。

11 小児結核

小児結核の診断治療を行なっている医療機関数は、返答のあった都道府県において、

表 46のとおりで (県からは 0と 回答だが、県内の中核市から 1と 回答のあつたところ

は1と した)、 医療機関数 0と いう県が 3箇所見られた。               `
小児結核診断治療の問題についてはt90自治体から返答があり75自 治体で問題あ

りとしており、その問題は表 47の とおりで、専門家の不在、過少をあげたところが

多かった。これは、小児結核が少ないためその専門家がいないことを反映しており、

患者のアクセスを維持するためには、広域の患者相談、および患者に移動を強いるこ

とになる患者紹介のネットワークを構築する必要がある。

小児結核感染診断の問題があると返答した自治体は88自 治体中65自治体で、その
' 問題は、表 48の とおり、小児の診断の技術的な困難さを挙げているところが多〈、

そのほか小児結核診断治療と同じく医療機関や専門家の過少、保護者との対応などを

挙げたところが見られた。

議論

1.入院医療体制につぃて

予防指針第二医療の提供、一、基本的考え方、では、適正な医療を提供する、とし

ているが、結核病床数そのものは十分にあり病床利用率は低さが目立つ。一方:地域

によっては満床理由で他県にいった例が出ている自治体もある:患者数は変動するも

のなのでこある程度の空床は不可欠であるが、病床計画は利用状況を見ながら検討す ‐

る必要がある。

予防指針第二医療の提供、一、基本的考え方、では、合併症を有する患者への対応

について記載している。合併症そのものは数少ないこともあり、各県単位では病床が

無いところもある。また、結核病床のみでは対応していないが、モデル病床などで対

応可能となつている場合もある。合併症を持つ患者1こ対応できる総合病院におけるモ

デル病床の拡大、広域での患者の対応システムの構築が必要である。

2.治療の標準化と服薬確認

予防指針第二医療の提供、二:結核の治療を行なう上での月風薬確認の位置付け、で

は、服薬確認体制の確立と、保健所・病院・薬局等の連携をあげている。34自 治体の

うち 1/3程度ではまだ院内DOTSを行なっていない医療機関を自治体内に有しており、

これらの医療機関との連携体制の確立が必要である。また、薬局 DOTSを行なつてい

る自治体、行なつていない自治体いずれも見られており、また外来治療に向けての保



健所と病院との連絡会議についても、まだ行なつていない自治体もあり、外来 DOTS

の必要性に応じて薬局 DOTS、 病院との連絡会議を拡大させる方向で検討が必要である。

予防指針第二医療の提供、二、結核の治療を行なう上での服薬確認の位置付け、で

は、服薬支援体制の構築をうたつているが、タイプABCのそれぞれにおける、DOT担

当職員の直接の (電話など含む)服薬確認の頻度別の患者割合、施設職員なども含めた

対面服薬確認の頻度別の患者割合、ともに、自治体による違いは大きく、その地域の

タイプABC別治療中断割合などからその地域に応じた体制を作つていくことが必要で

ある。

タイプA,3,Cはそれぞれ、毎日、毎週、毎月服薬確認を受けるべきと当初判断され

たが、実施段階では異なった扱いとなつた例が多いところも見られた。最終的な治療

成績から治療中断や再発、耐性化が少ないならばタイプ分類方法の再検討も必要なの

かもしれないし、これらの問題が無視し得ない場合は、実施体制の強化が必要であろ

う。

3.地方公共団体における研究開発の推進

_ 予防指針第四研究開発の推進、三、地方公共団体における研究開発の推進、では、

地方公共団体の研究と情報発信を謳つているが、保健所単位で研究を行うているとこ

ろが多いが、業務に直結する DOTS、 集団感染、院内感染対策などをテーマとしたもの

が多く見られ、学会で幅広く報告されている。今後も推奨していくことが必要である。

4 院内施設内感染の防止

予防指針第八施設内 (院内)感染の防止等、一、施設内 (院内)感染の防止では、一般

医療機関における院内感染対策の推進を謳つている。その頻度は、院内感染を経験し

ている自治体が、経験していない自治体数とほぼ同じであり、稀な事象ではない。医

療機関立ち入りなどの機会に、結核院内感染対策について検討しているところは多い

が、行なっていないところもあり、今後結核院内感染対策は、医療監視などでも積極

的に行なうべきであろう。

予防指針第ハ施設内 (院内)感染の防止等、二、施設内 (院内)感染の防止では、施設

における施設内感染の予防の情報提供を謳つており、老人施設では多く行なわれてい

るが、学校などへの情報提供を広げる必要がある6

5.小児結核対策

予防指針第八施設内 (院内)感染の防止等、二、小児結核対策では、個別的対応の必

要性を強調している。小児結核は稀となっており、それゆえ、専門家の数が少ない、

ことを問題と考えている自治体が多いが、数が少ないため多数の医師が診ていると経

験数も少なくなり、専門家は逆に存在しなくなうてしまう。広域の地域連携が必要で

ある。一方、接触者健診については、技術的に接触者健診の方法が確立していないこ

とを問題視する自治体が多く、小児の結核病学はまだ課題が大きい。この分野の更な

る研究が必要である。
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表

１

２ 総患者数のうち、自治体別 DOTSタ イプ (A,B,C) 人数の割合の分布

0 2 14

0 0 22

0 2 23

0 2 20

0 3 9

1 4 7
|:|うハ ■hh′■|

2 14 2

8 23 2

25 29 1

21 14 1

4フ 3

104 104 104

896 240//0 6796

表22.タ イプAについて 自治体ごとのそれぞれの確認回数を満たして
の分布<保健所、病院、薬局、訪問看護スタッフの関与がある場合>

15

いる患者割合

叫鰤鵡一19 29 50 54 4

11‐ ||1180■90%|:1111 4 6 3 4

3 3 4 2

4 4 2 3 0

11‐■10160"■■ 4 8 2 3 2

3 2 ●
‥ 0 2

4 2 2 3

3 3 0 0

3 0 1 4

0 0 0 0 3

26 16 8 5 52

73 73 73 73 73

52% 690/0 8496 860//●



表23.タ イプBについて 自治体ごとのそれぞれの確認回数を満たしている患者割合
の分布<保健所、病院、薬局、訪問看護スタッフの関与がある場合>

::|| |:  il    :  :‐

1毎日確認||
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1 il以上)|■

1月1単位

(月 1113

1以上)|

一回
■

1 10 58 73 8

2 4 9 6 0

1 4 3 1

1 4 6 0

3 7 0

3 7 1 0

3 6 1 0

8 16 2
■
１ 2

‐10,2096: 9 2 0 5

10 3 0 1 15

49 22 9 8 59

自治体総数‐ 92 92 92 92 92

患者総数1中|の割合■ 90/0 430/0 830//0 91%

表24.タ イプCについて 自治体ごとのそれぞれの確認回数を満たしている患者割合
の分布<保健所、病院、薬局、訪間看護スタッフの関与がある場合>
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表25.タ イプ Aについて 自治体ごとのそれぞれの対面服薬確認回数を満たしている
・  患者割合の分布<保健所、病院t薬局:訪間看護スタッフ以外の確認者も含む場合>
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表26.タ イプ Bについて 自治体ごとのそれぞれの対面服薬確認回数を満たしている
患者割合の分布<保健所、病院、薬局、訪問看護スタッフ以外の確認者も含む場合>
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  表27.タ イプ Cについて 自治体ごとのそれぞれの対面服薬確認回数を満たしている

患者割合の分布<保健所、病院、薬局、訪問看護スタッフ以外の確認者も含む場合>
毎日確認

t

●(適 0画
|1以上)||

週単位確認

|.(■ 114厚
:以上)|■

3 フ 15 25

0 0 2 4

0 0 3 5 4

0 0 5 4

4 フ 2

0 0 5 2 7

4 1 4

4 4 5

6 6 13 4

10%未満 1フ 18 8 6 2

52 49 24 20 14

1自 治体総数‐ フ 9 79 79 79 79

患者総数中の割合 | 20/0 40/0 290/0 380/0

28.自治体ごとのそれぞれのDOTS実施保健所の割合の分布
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表29.保健所で DOTSを行う場合の人員の雇用形態
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表31.自治体で結核に関する研究を行つているか

23

80

32.結 核に関する研究の内容 (複数回答あり)表

DOTS関係
・地域 DOTS事業の推進について、飯場 (住所不定者)

・院内DOTSの実施状況|=関する聞き取り調査
・区保健所における結核対策TDOTS事業め推進と成果

における結核対策等

市におけるDOTS事業の取り組み
DOTS支援状況

県DOTS事業の現状と課題について

DOTSの う|ち 、特に服薬支援について

・区保健所におけるリスクアセスメン ト票を用いた月風薬支援
・結核患者に対する月風薬支援アンケー ト実施      、

日高齢化が進む地域の結核患者支援
・M保健所における結核患者支援の評価  ‐ ′ :

保健所ど病院連携
:結核患者服薬支援の構築に向けた保健所と病院の連携

コホ■ 卜分析

・ コホー ト検討会を実施 した結果を基に、市の結核対策の課題について研究

ハイリスク者
・地域 DOTS事業の推進について一飯場 (住所不定者)

1市におけるホームレス・外国人結核患者について

集団感染関係                   
‐

・公共機関における結核集団感染について
,OFT検査陰性者から複数の発病者が発生した集団感染事例について
・学習塾における集団感染事例について
・ホーム レスにお1ナ る結核集団感染について、

団感染について

コールセンターにおける結核集

接触者健診関係
・接触者健診の検討
・乳児の OFTの実施と結果について

分子疫学関係

・区内の全結核患者に対する

用と可能性に

ISol10RFLP分析の,実施と評価―接触者健診への応
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ついて
。結核研究所、I病院と協力の上、I病院で行う結核患者のRFLP検査を実施

難 しい例について

・ 小児結核検討会

・県の肺外結核のまとめ

再発について

、高齢結核患者割合の高い地域における結核再発の現状について
・DOTS支援後の再発事例
・県再治療患者の状況について

院内感染対策
・ 医療機関・施設における感染予防の実施状況と結核二次感染の関連について

検討

BCG関係

・市町村 BCG接種実施状況調査
・コッホ現象疑い事例対応状況調査

その他分類困難

・結核対策実務者ワーキング会議 (A県における結核対策について、
当を交え検討)

・アジア大都市結核対策共同調査研究
,30～59歳の新登録患者の状況
・過疎地域における結核患者の結核べの思い

保健所担

表 33.保 健所 レベルで結核に関する研究を行つているか

36

行っていない 63

表34.保健所における結核に関する研究の内容 (複数回答あり)

20

DOTS関係

・過去 5年間の DOTSの状況
・T保健所での DOTSの取 り組み
・薬局 DOTSア ンケー ト

(T病院保健所連携会議での報告 )

DOTSの うち、特に服薬支援について     ,~
・結核服薬支援アセスメント項目と治療成績の関連性の分析

‐・Y保健所における結核の服薬支援につしヽて
・服薬手帳活用の評価           ・    、

「県保健所における結核患者支援の評価
・高齢結核患者の支援に関する現状と課題

医療機関と保健所の連携
・医療と保健所の連携による結核患者服薬支援事業の展開

コホー ト分析
ロコホー ト検討会を実施した結果を基に、市の結核対策の課題について研究

患者管理
・一覧表を用いた保健所結核患者管理の展開



患者実態調査
・退院後訪問未実施患者、退院後施設入所患者の実態調査
・結核治療修了者への意識調査

集団感染                            ,
ご若者の結核集団感染について (事例検討)             ‐

「公共機関における結核集団感染について
ら新聞報道を伴う大規模結核接触者健診への対応について
・外国人留学生を初発患者とする結核集団感染事例について
・管内で発生した集団感染事例について
・市における接触者集団検診の現状と課題
・中国人研修生を初発患者とする結核の集団検診
・ホ=ム レスにおける結核集団感染について、コτルセンターにおける結核集

団感染について

ハイリスク堪争
・管内における外国人結核の現状と課題      |
・海外からの労働者を雇用している事業所に対し、雇入れ字及び定期健診の実

施状況を調査
・結核患者の多い管内刑務所に対しt聞き取り調査とケース検討を行い、当事

務所における刑

務所結核患者管理体制を整備

症例検討

・ 5年間にわたる結核の感染症例の追求
・母子結核発生事例について

院内施設内感染対策          ′

・高齢者施設における結核感染症予防対策について
・高齢者施設における平常時の結核対策の実践と保健所の支援について
・福祉関係者の知識、予防対策の実態調査、作成した普及啓発媒体の評価のた

・高齢者入所施設に対し、結核感染管理についての実態調査
・G10号で診断の遅れの患者発生時、①医療機関実態調査実施 (職員健診、

来患者のトリア

ージ、優先診療、N95の準備等)②マスク着用キヤンペーン調査

発見の遅れについて
・初診から登録までの期間が長い例の実態調査

疫学関係     ヽ `
・管内における若年結核患者の分析からの考察
・管内の市町村別り患率等調査に基づく高蔓延地区の有無についての検討

分子疫学関係
・結核の疫学調査にVNTR分析が有用であつた事例

接触者健診関係
・接触者健康診断に対するOFT検査の導入について
・結核集団感染事例に対して OFT検査を導入し、ツベルクリン反応検査のみに

よる判定と比較

した場合の有用性を調査
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結核接触者健診の対象者選定について
BCG関係 ｀

・BCG針痕数調査 (1歳 6月 時)     :
・管内市町が行つているBCG接種針痕数の調査
・BCG針痕数調査

業務のコンピュ■ター化関係未 ,V7コ ノ ELユ T,~1[関 株

t結核関係のデータをデータベース化し、結核関係業務を効率的に遂行できる
ことに成功した

その方法とシステム概要について報告

表35.医療〔福祉従事者に対して、結核研修事業を行っているか

69

1行‐もていない 33

表36 結核研修の評価方法

37.自 治体か ら医療機関への医療監視立入検査 (結核院内感染対策調査)実施の有

82

1行うてぃない
|

1フ

表138.立入検査での確認の有無 (自 治体数)

表39.院内集団感染が発生した自治体の分布

表

無

40

9

3

2

2

46 41

76

48 39

71 16

98 103
7 3

0 0

22,



表40.院内集団感染での感染者数の分布 (自治体数)

表42.集団感業以外での 感染者であ感染者数の分布

集団感染以外での院内感染者での発病者数の分布

(自治体数)

87 78

13 22
■
―

=:事

■1彎11111 |li'1 0 0
|'1 ‐

|:::■

:: :: ■■ 0 0

0 0

1

102 102
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88

74

|■訪間介護■11 4

2

42

幼児
●
‥

|1年活支援施設■|
■
‥

‐企業:1事業所 | 3

無 16

表

研修 65

33

フ

15

‐

=査
■■■|11■■‐|■ 5

‐訪問 フ

6

5

1

表 46.小 児結核乳幼児の結核発病者の診断治療を行つている医療機関数

自治体数

3

1 6

「‐
‐
‐ 21 5

4

,4 1

2

3

9

|■無1‐ ■111・■11■ |■ | ●:  ・・ ・「
1■

|■ ・ .:  :||■ ‐

■ | ::||;:■ :
15

75

5

医療機関が少ない.■ |11■■‐■■■T 6

|||■入院医療機1関がない|■■11■ i「■■■1‐■■| 8

3

14
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4
:|=    : : : 4

1

1

1

111=|11■ ||■ 11 1

1

■|■‐■1■11111■

1

表448.小児結核感染診断の問題 (自 治体数)
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参考資料3

今後の結核医療のあり方に関するこれまでの議論の概要

(1)結核病床について

○ 平成 21年医療施設調査・病院報告に基づくと、結核許可病床数は約 9000、

平均病床利用率は 30%台後半となっており、近年の結核入院患者数の減少

により、結核病棟で空床が目立っている。病床利用率を、地域別にみてみ

ると、10～ 60%台と地域差が認められている。この病床利用率の数字の解

1    釈に当たっては、許可病床のうち、稼働していない病床も少なからずある

ことに留意する必要があると指摘されているが、都道府県を対象に行つた

感染症指定医療機関の指定状況に関する調査 (結核感染症課調べ)では平

成 21年 6月 末時点で、許可病床数 8433床のうち、稼働病床数は 5876床 と ,
なっており、病床稼働率は、約 7割 となつている。したがつて、実際の病

床利用率は、稼働病床数を分母とした場合には、医療施設調査・病院報告

に基づ〈数値より高いと考えられ、特に、大都市圏においては、結核病床

数がこれ以上減少すると必要な病床数が確保できないと考えている都道府

県も散見される。               ′

○ 結核医療については、隔離安静が治療の主流だった時代の結核療養所と

して発足した病院が、結核医療の発達とともに、引き続き、その提供主体

となつてきたという歴史的な経緯がある。結核病床については、病棟単位
1

で設置されてきているが、特に地方において、患者数の減少により、必要

病床数が、40～ 50床 (通常設置されている 1病棟あたりの病床数)以
下になつている地域が多くなつている。このことにより、病床利用率が低

下しており、収支欠損と相まって、病床閉鎖・返上の申請が本目次いでいる

と地方自治体から報告
2されている。また、結核を診療できる医師が不足 し

ていることや、適切な感染防止対策を行つていれば感染することがないと

考えられるにもかかわらず、結核に感染する可能性があるとの誤解により、

結核病棟勤務を希望する医療従事者が少ないことが病床の運用を困難に し

ているとの意見もある。

○ 結核病床の開鎖 口返上によって、都道府県によっては、入院医療機関ヘ

のアクセスが極めて悪くなっていることが課題となっている地域もある
`そのため、高齢者の場合に、入院後認知症の予防に重要な役割を果たす家

族の見舞いなどが不便になつてきているとの意見もある。

1看
護体制の 1単位をもって病棟として取り扱い、原則として病床数 60床以下を標準とする。

2結核医療及び結核病床に関する調査 (結核感染症課調べ)よ り



(2)地域連携体制について

○ 患者の高齢化とそれによる合併症を持つ患者数の増加のため、結核病棟
の医療・看護は従来の隔離を主目的にした入院であうた時代と大きく様変
わりして、医療従事者の負担が大きくなっており、結核に特化した医療体  .
制のもとでは対応困難な事例 (特に精神疾患を有する患者と透析治療を要
する患者)も増えているとの現場の意見がある。

○ 患者数の減少とともに、呼吸器科であっても結核患者を診療する経験を
持たない医師が増えている一方で、病棟閉鎖・返上によって、結核の診療
経験豊富な医師が結核患者の診療ができなくなるという、医師と患者・病
床分布のミスマッチが起こっている地域もある。このことは結核の診療レ
ベルの維持を難しくしており,今後さらに大きな課題になるものと考えら   ,
れる。

○ なお、これらの患者を巡る状況も医療施設における状況も地域で大きな
差があり3、 それぞれの地域に応じた体制整備が必要と考えられる。

2.今後の結核医療のあり方について

(1)基本的な考え方

○ 結核が高まん延状態であり、合併症のない若者の疾患であった過去にお
いては、日本の結核医療は、患者を集団として取 り扱う病棟単位の施設で
行われるものという概念が成り立っており、基本的に入院隔離治療が主体
であつた。

.○
 しかしながら、患者数が減少し、中まん延状態になり、結核が合併症の
多い高齢者の疾患へと移行してきた現在にあっては、結核医療は、個別の
患者の病態に応じた治療、並行した合併症の治療が必要とされるものであ
り、また、結核に特化した医療体制のもとで治療をおこなう体制から、多
くの診療科がかかわる体制にうつりかわっていくことが必要である。その
ため、病棟単位ではなくて病床単位で取り扱うべきであるという考え方に
変わつてきている。また、前述のとおり、‐般の結核病院においては、結
核単一病棟での運営が困難となってきている。

3 結核医療及び結核病床に関する調査 (結核感染症課調べ)よ り

2



0 そのため、一般患者の入る一般病棟と結核患者の入る結核病棟を併せた
病棟 (ユニウト化)または一般病棟の中の陰圧病床 (個室)において結核
医療を提供していくことが今後の方向性と考えられるのではないか。また、
基礎疾患などの合併症を持うた患者に対する対応として、総合的な機能を
持つ病院 (地域基幹病院等)1の中に陰圧病床 (個室)を整備していくこと
が必要ではないか。さらに、将来的には、院内感染対策や中長期的入院に
おける療養環境を考慮した結核病床の施設基準の整備、結核病床と感染症
病床についての関係法令の整備を行い、各診療科病床の中に結核に限らず
感染症に対応できる個室病床を作ることも検討してい<こ とが必要ではな
い か 。

(2)今後の結核医療の提供体制及び地域連携体制の強化について

①今後の結核医療の提供体制について

低まん延状態に向け、結核医療を行う医療機関を類型化し,拠点病院 (専門

機関)及び地域におけるネットワーク化によつて医療レベルを維持しながら効

率的な医療提供を行い,それぞれのスムーズな連携を図つていくことが必要で

はないか。(図 1、 表 1参照)

。 結核医療提供の中心として、都道府県レベルで、標準治療の他、多剤

耐性結核患者や薬剤の副作用により標準的な結核医療が提供できな
い患者など管理が複雑な結核治療を担う拠点病院を定め、地域または
二次医療圏 L/ベルにおいては、地域基幹病院において、上言ョ以外の患

者であつて、主として結核以外の合併症治療を主に担うことが考えら

れるのではないか。また、主として、都道府県レベルでの拠点病院で

対応困難な患者を受け入れる施設として、国レベルで、専門施設を定

めることが考えられるのではないか。

・ 患者の特性及び医療提供体制の現況は大き〈異なっていることから、'医
療の質を維持し、入院治療と外来治療とにおいて一貫した支援を行

うため、都道府県単位で、拠点病院を中心として、都道府県内の各地

域の実状に応じた地域医療連携ネットワーク体制を整備していくこ

とが重要ではないか。(※ )また、国レベルでは、各都道府県の地域

連携ネットヮークに対して、必要になつたときにいつでも上記の専門

施設が支援を提供できる体制を整備することが必要ではないか。
※ 例えば、都市圏の住所不定者や日雇い労働者が多い地域では、

結核患者の治療完遂を目的として、ニューョーク市の chest

CliniCの ような外来医療施設において、外来治療とDOTSを含め



た患者支援を一体的に行う効卒的な医療提供を行うことも検討
の価値があるものと考えられるのではないか。

・ なお、外国人結核対策等、表 1の類型に示されていない特別な対応を
要する入院医療の在り方については、引き続き検討していくことが必
要である。

②地域連携体制の強化について

結核に関わる医療スタッフの確保が困難である状況の中で、人材育成ととも
に地域に適切な知識を普及させ、DOTSに代表される良質な医療の提供や患者支
援を行つていくためにも、医療機関 (薬局を含む。)、 保健所、社会福祉施設等
を結ぶ地域連携体制の強化が求められている。
地域連携体制の強化に当たつては、①DO丁Sカ ンファレンスやコホ=卜検討会

に、幅広い関係者の参加を求め、継続的な連携をとっていくことと、②地域連
携パ不を治療完了の確認のツールとして用いるだけではなくネットワーク形
成のァつのツールとして活用していくことが重要と考えられる。
なお、地域連携パスについては、引き続き、地域の医療の特性等に応じた地

域連携パスのありかたなどにういて、検討を進める事が必要である。 ｀

また、地域連携体制の重要な要素である DOTSに ついては、退院後に行われ
る「地域 DOTS」 が有効に成り立つためにも、入院医療を担う医療機関の協力を
得て、入院中の「院内 DOTS」 からきちんと行い患者教育を徹底していくことが
基本であることを再認識する必要があるのではないか:         .
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岬 Э 添 潮 百 取 湘 針 冊 灘 澤 Ｑ 澁 柵 小 Э 蒔 嗣 眸 導 画 雌 ↓ （ 鴻 ３ が 颯 器 Э 罫 卜 肩 敬 湘 針 冊 湿

鮮 赫 洲 σ 針 ■ ざ 罵 針 伊 針 ワ 。

● 鄭 器 削 Э 畑 珊 澤 哄 鄭 滞 前 Э 柵 畔 肩 単 叫 か 冊 潮 言 ヨ 叫 か 滸 牟 油 聖 （ 尊 ）

∬ 喝 冷 Э Ч

酪 ∬ 認 淋 Э 嵩 ∬ ユ 爛 肩 満 鴻 叫 か 桐 許 導 直 雌 ♪ ｄ 鴻 ３ が 謙 難 回 恥 畔 再 ′ 謙 鮮 囲 潮 鮮 取

別 針 ⊂ 針 ワ 針 訓 ３ 伊 ざ ベ サ ン Ｎ 捕 燎 コ Э 畔 朴 Э さ 謙 難 劇 謙 Э 計 【 ざ 軌 岬 ⊂ ワ 針 識 Ｓ Ｐ

ざ い 畔 障 叫 い 。

器 ヽ 冷 Э ∞ （ 謙 難 隊 勲 洲 Э 訓 勁 冊 湿 ♯ ）

酪 ∬ 認 淋 Э 記 ∬ ω 湿 肩 満 鴻 叫 か 諮 薄 際 勁 洲 肩 訓 勁 叫 え 叶 冊 温 再 一 沿 Э 肝 計 ｃ 時 叫 か 。

― 　 嵌 勁 捕 コ 田 澤 Ｑ 嵌 鄭 琳 巾

―
― 　 謙 鮮 柵 中 Ｘ 再 謙 鮮 回 恥 畔 Э 南 ヨ ´ 澪 歯 ´ 眸 捕 コ ロ ＾ 蒔 湮 ′ 繹 淋 旨 Ｑ 肩 謙 薄 酬 中 吻

爵 捕 百 臨 σ バ τ 針 ワ 師 ⇒ 肩 計 ０ バ 再 ′ 小 Э 蒲 酬 雌 Э 澪 歯 澤 Ｑ 府 ヨ

田 　 副 平 圧 計 開 ヨ Э 南 ヨ （ 沸 罰 Ｘ 再 蓼 潮 ヨ ｄ Ｓ 潮 肩 薄 側 料 夕 囲 ヨ 百 ０ ワ バ 再 ´ 鵬 畔 卦

罰 Ｘ 再 騨 漸 ヨ Э 歯 卦 澤 Ｑ ヨ 耐 諄 ） 澤 Ｑ 澪 歯

日 　 謙 難 酬 畔 百 ０ ワ バ 再 ′ 【 Э 沸 歯 ′ 沸 井 澤 Ｑ 罰 百 囲 海 職 即 尋 ベ ワ が 日 肝 Э 卦 猫

団 　 謙 難 酬 畔 Ｘ 再 謙 鮮 回 耐 蝋 百 ４ ⊂ バ 蒲 海 ヨ 吻 針 ｏ 計 辞 剛 Э 靖 湘

＞ 　 卦 中 巾 肩 肺 孔 か け Ｏ Э 雨 サ ´ 肝 醐 罰 飾 小 Э 蒔 謙 態 酬 峠 Ｘ 再 謙 態 回 耐 畔 Э 甜 樹 卜 ヽ

Ⅲ 針 訓 ３ が 冊 ・湿

Ｎ 　 蒲 繭 ヨ 加 再 ′ 謙 鮮 麟 勁 洲 百 鎌 勁 叶 き バ
，

か 畔 軌 小 Э 叫 甜 図 薄 準 肩 即 南 諄 叶 鵡 ⊂ 計 針

叶 再 ′ 耐 ゛ 肩 ′ 小 Э 畔 Э 当 即 南 諄 叶 叫 甜 叫 か 蒲 満 ヨ 和 肩 小 Э 叫 哨 融 謝 ⊂ ″ サ ０ ′ 小 Э

岬 肩 痢 か 謙 難 嵌 勁 洲 船 際 葺 ∈ 針 尋 ざ 孔 針 伊 針 ワ ¨

ω 　 講 鮮 陳 勲 洲 肩 陳 勲 叶 ざ （ ワ か 畔 百 ０ ワ バ 陳 勁 ゛ 瞬 珊 針 Γ 針 〈 針 ｏ 汁 館 叶 再 ′ 蒲 繭 ヨ

洵 再 ´ 【 Э 取 潮 針 ⊂ 針 〈 針 ｏ 計 ロ リ ゛ ―
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針 尋 ざ 瓦 針 伊 針 ワ 。

∬ 喝 淋 Э ８ （ 囲 当 Э 甜 洲 冊 湿 ）

酪 ∬ 日 淋 Ｓ 〓 肩 識 鴻 叫 か 徊 肝 球 画 雌 ↓ （ 鴻 ３ が 颯 ＝ Э ヨ ト 百 盪 湘 針 冊 満 再 ′ 潜 Э 針

計 Ｃ 針 叫 か ｏ 　 　 　 　 　 　 　 一

― 　 謙 態 中 熙 器 針 畔 か 計 ゛ ざ 硫 針 が ｍ 麟 Э 潮 冊 Э 潜 刈 肩 滸 叫 鮮 叫 夕 口 針 ｏ
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バ タ ＝ 書 嫌 肩 謙 麒 鮮 熙 器 餅 岸 針 ワ 野 ψ 肩 凛 岨 叫 か 臼 針 。
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⑩ ぶ 潮 ■ Ｓ 嵌 抑 弧 蝋 声 準 ｃ バ ′ 赫 潮 洋 薄 中 諧 繭 ） い 」 　 　 　 ・

（ 画 蒲 さ ¨ 回 ヨ コ （ 導 淋 ・ コ 科 ・ 鄭 神 蒔 ） ０ 詰 繭 拇 ¨ ８ 長 ）

珊 會 ０ ド Ｊ δ ψ Ｈ ヽ ヽ 先 へ ヽ プ

。 Ｒ 』 ０ 回 測 コ 澤 Ｃ 癖 コ 洲 選 を 躙 潮 汗 ヽ ′ 聖 苓 コ Э 針 沖 ＝ Э 譜 滞

・ 甫 翫 ⑮ 弔 洲 汗 滞 ０ 認 製

。 ぶ ヽ 冷 驀 ′ ■ 澪 菫 ■ ０ ラ バ 再 肖 さ 落 型 Ｓ 料 討

辞 湘 ０ 飾 和 ¨ Ц 労 ― プ ゆ 卦 百 野 が ヽ 潮 馴 自 ０ 辞 湘 鮮 岡 潮 藤 囲 肩 師 コ 嗜 い 。



。測同Ю二）く早い麟里

Ｅ卿謳里＝判報ｅ盤ネ禅鯉ｅビ翠卦製′）３紀里凶戻♯６燃愕↑騒′喋撻抑縮　（倒）

。判同Ю£後埋椰Ю卜判＝彎押

盤卜騒螺里茸′＝Ю卜倅掏卦響二値）て選ユ卦製ｅ翠後冊慄椰・丼順⊃ｅ簿鯉　（ｒ）

Ю̈卜製国）⊃俯輌や辻喘響い馬ｅＸ′壼器冊ぶ夜扇繹

投躙ｅ靭椰ぶ萩罫輝　ヾ

器冊曇郎側里♯′引眠鞍禅螺（∞）

器冊壇食Ъ中′壇躍ポ（倒）

報冊ｅｃ製Ｑ図掏駅撃ｅ幕≦郭刑ｅｓ製いＬ）申事掏邸Ⅸ製む

Ｅ里倒皿ｅ巡卜準機釈ご一千判判Ю図や判報ｅ概興響Ⅲ理Ю名ユ絆冊∽卜Ｏｏ◎

器冊（∽卜Ｏｏ）月恒絆憮洩Ｃ蝉螺Ю士総旦任轟ＫΘ

一　　　器冊佃縫盤卜鋒螺Ю卜夜里＝榊戦値○

拙椰判撃米萩「盤慄駅ヽ岬卦響製理（ｒ）

。Ю卜測ぶ萩掏器椰Ｒ鞭

禅撃Ｃヽいに）二総里卦ヨЮ卜測郎麹掏深督里＃ダＲ凶晨非Ъ緊儡↑督′畔撻回轟

仲Ｅ報冊　∞

。や卜測凶ミ♯Ъヽ任午督″蝶撻回轟′壼‘州颯ⅢＣ器椰ｅ日

一　　　　　　　　≦＝製Ⅲｅ綿冊　劇

。Ю卜幻Ｅ□掏判ＩＪЮ卜楓旦躙報ｅ米鞍筆螺´⊃“二判日ЮЪ鵬御回理盤串゛Ｅ

畔掘口選＝燿′旦判ｐＣ颯Ⅲｅ報椰深鞍軽鰹響Ｅ収側製り使旦埋器Ｃ卦響判択撃仲選

州皿ｅ＝出翠卦製′ｏＯひ図押製Ⅲ終Ⅲ拠Ｃ岬蝉盤淋ヾ雖二ヽ螺Ю当旦嶼嶼輩盤中Ъ

燃当総壼型Ｃ野製Ю率里禅螺Ю馬旦市理盤卜環熙憧投♯Ю卜駆里怪螺′壼器冊ｅけ
堰□　Ｆ

専陣製Ⅲ報椰製曜豪算脳鞍軽埋

ＮＫ彗駅

（品ヽ日）

）３０里円搭乖ｌｅ畢椰製Ⅲ器椰判暉戻茸謡鞍環熙傾

（最咽畔嘔墨製卸璽ぶ川Щ中曽∬ヽ８獣型回ヽЩ∞せヽ昼眸）



（ ω ） 鵬 騨 冊 淋 沈 ′ 調 計 叫 （ 響 ｃ 論 ざ バ 叶 汁 冊 辮 肩 ０ ワ バ Э 論 麟 針 判 菌 肩 肝 ｃ 鼎 鴻 研

さ 汁 け Э （ 計 ｃ ′ 謙 難 悧 罫 逆 洲 Э 卦 き サ ０ 番 壽 針 淋 蘇 硫 当 牟 叶 ざ い 肝 コ ド 叫 ざ い

日 針 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

（ ヽ ） 諄 達 肩 じ 尋 か 謙 鮮 Э 調 洋 澤 Ｑ ヨ 酬 斯 Э ＋ め 針 め 卦 中 躍 叫 沖 ′ 冊 淋 翠 回 硫 寄 爵 叶

ざ バ τ い 口 針 。

（ い ） 蒲 蒲 ョ ＝ ´ 諄 達 謙 難 ４ 沖 淋 隣 Э 調 節 針 Э 論 討 針 繭 淋 Э ひ 針 百 冊 淋 翠 回 覗 寄 薄 針

ざ バ τ が 日 針 。

ｏ 　 謙 即 Э 油 苗

当 闘 ョ 洞 ′ 昇 ♪ 尋 澤 Ｑ ＃ 聖 図 吻 口 Э 刈 滸 旧 苗 肩 肛 α 叶 料 滸 叫 か 冊 冊 肩 潮 叫 か 謙 瑯 百 ０

τ バ 再 ′ 徊 肝 漱 直 汁 田 吻 湮 肩 鴻 ３ が 「 熙 器 許 即 ヨ 冊 辮 騨 ＝ 回 冊 沖 満 奪 辞 聟 ） や 料 〓 湘 董 」

百 牌 ｔ ワ バ ′ 「 料 Э 欝 □ コ （ 回 冊 難 ヨ 叶 爺 ψ 伊 Э 針 叫 い 。

∞



。ゆ“里「せⅢｅ榊順

ヽ岬Ю卜條事二側慄式卜中」単晨′壼辻Ⅲｅ榊順蝉螺マト機興や事）二鴇里器椰ミト中（ｒ）

　̈　　辻陣ｅ榊順怪埋　∞

。Ю卜測ｅやく榊）後却日いに押約事ｅ撫亜騒鯉′）⊃測

駆選憮Шマト懺鞍里四理・巾綱ｅ盤くЮヽ二恨憚熙憧′壼饉爆Ю卜製Ⅸ掏器椰ミト中′鵜仲

・　　　　　　　　　　　　　。二轡゛轡饉ミむ仲むⅢ掏（̈●佃枷“野Ю

慕約轡ぐ却ｅｐ製士眠押投理悩珊ひヽ里喘ｏ駅風豊（中８一∬＃颯叶聟怪許）世預Ю卜円騒掏

乖＝Ｃ冊世衰Ю卜駆世憮ШЮ卜夜二榊順ｅ照ポ憧ｂ燃盤卜Ｃ環熙憧）投響ｅ肛涎憮Ш投翠騒螺

饉区日窯憮Ш製理熙憧岬―
―∬〉ゆⅧ里礁円線（。い３判「翼憚ポ憧」卜ヽ。中寸〓∬世業せ９

怪眸）せ衰マト肛里堅ШЮ卜狡里榊順ｅ憚熙憧ｂ黙盤中ｅ環熙憧′）ｏ倒ポ里製Ⅸ器冊せ榊認

肛ｅ盤慄絲刑′⊃測測Ｉ
ＪいＬ）二総里（Ｋ煤理―）中Ю∬ｂ褻（Ｋ慄葦弊）中一∬興劇総喘卜

∬嶼憮Щ′壼器椰ミト中′製悩。いＬ後（。い二測「榊沢Ⅲ」卜ヽ）榊製む眠掏製理Ｃ抑暉釈川

趾¨０条′）０£）榊製士眠押概理ｅ暉凶凶戻♯世区畔儡儡↑督′冊最蝶撻州轟′゛いｅや網

肛ｅｅｐ卜型損押↓臨網卜Ｋ旦甲陣Ｋ´⊃総）当憔ЮＣ投二Юｅ礁Ｆ駅（中８Ｎ∬世衰せＲ晨

留）真量Ш′⊃判（。い３測「器椰式卜中」卜ヽ）「器椰ミト中約事や順軽蝦」量に叩Ｃ器椰終

　̈　　　　辻臨ｅ榊颯駅器冊　劇

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。Ю£

ｐｅｐいに）Ｄ測器冊ミト申旦Ｃ製Ю卜艘К押冊瑚や３錮ひ馬ｅＣ製マト簑釈や事）３総里Ｋ

煤薫弊色区К爆理―ル゛′Ｒ坦陣凛ｅ刊簑国′）Ｄ夜里撫硬将撃Ю£）榊帥量葦弊Ю卜鵬押盤く

壼区相硬ヽ鰹Ю卜倅押憚ホ“轟側―口Ｅ′Ю卜翠翠郎）ｏせ里＝翠翡―口Ｅｅ撫順悩螺′べ悩譜掏Ш瓢

ｅ「帆堅Ю卜駆旦⊃回賦Ｅ卑ｄｅК鞍簿螺」巾聯憫手軽蝦憫凛ｅ環熙憧瘍胴榊朴〓川Щセ回Ｒ

Щ∞せ〓怪眸里ｂ樹「経収ヽ準ｅ）むＥ里颯製潟」賦価ｅ”＝榊匝〓田８ЩＯ叶Ｆ一悩叶ｂ燃

「）３０旦択⊃£ｅ認製條事榊硬蝉岬」鴎鞭ｅ憫胴脚川こⅨ“ｔ回ヽЩЮ叶∞怪叶世́器冊Ｋ

Ｅ皿Ｃ器冊　ｒ

甲＝製Ⅲ縦冊ミト中約事押順ヽ岬

Ｋ晨

。■製二壼最卜「）ｅ製⊃判判Ｉ
ＪЮ卜製Ⅲい

“旦「早郎製Ⅲ器冊ミト申伸挙榊順禅鯉」Ｋ戻ソ堅ぐ′）３０里撃副ｅ幕量ｅｃ製Ｑト

や事二罫用千）３総里Ｋ慎堅―）り使ユ坦郎憑ｅ＝憮幽却榊順禅螺′製慕約嚇旦「）ニ

０里択いくｅ鯖埋約事榊順騒駆」■叫眠鞭Ｃ佃絹脚畑こ桜“む〓田駐ЩЮ廿∞怪片

）■０里製Ⅲｅ器冊ミトＰ條事押順蝉螺

（最咽畔眠量国翠雌抑期Щ中９〓∬獣Ш型回９ЩＮ一せヽ贅眸）



（ Ｎ ） 出 ｔ い 冊 冊 肩 計 ワ バ ′ 謙 鮮 弼 岬 吻 ヨ 謙 Э 別 苓 肩 騨 鵬 ⊂ 針 公 針 ｏ 汁 飾 ” 百 碑 ′ 酪 志 サ 肩 謙

鮮 卦 舟 百 計 τ べ 着 朝 沐 潮 叫 タ ロ 針 。

ヽ 　 高 鰐 Э 郡 酪 澤 呪 畔 癖 百 コ 叫 夕 料 事

（ 一 ） 出 咄 じ 卦 冊 澤 Ｌ 出 咄 し 図 達

謙 態 ｍ 畔 麟 黄 暢 叫 か 漸 冊 （ 湾 引 「 計 「 さ 部 冊 」 針 τ ψ し 澤 Ｑ 中 Э コ 肖 図 餌 ｄ 計 ０ バ ′ 出

洸 い 卦 冊 湾 享 ０ 郵 冊 （ 江 引 「 ― 澪 卦 冊 ＝ 」 針 ワ ψ し 針 Э 飾 判 Σ （ 湾 「 「 出 咄 い 図 達 」 針 τ

ψ 。 ） Э 群 酪 澤 呪 畔 耕 再 汗 Э 別 キ 麟 誹 計 叫 口 針 。

Ｎ 　 冊 刹 ⊂ さ 覇

出 咄 い 卦 冊 Ｘ 再 出 ｔ い 図 達 針 書 Э 沸 冊 針 Э 繍 再 ′ 冊 刹 Э 謝 Ｉ 鮮 ∈ さ 覇 叫 夕 群 酪 針 ⊂ ′ Ｉ

ン ロ Э 瓢 再 ′ 漸 冊 Э 冊 刈 Э 爺 罰 百 （ 叶 か れ 尋 熙 囀 麟 中 沖 針 ワ 肝 ψ ′ 型 叶 Ⅷ 針 ⊂ ′ 湘 軒 田 理

番 肩 酬 ｃ か 謙 酪 針 叫 夕 臼 針 。

へ 　 潜 刹

〇 　 出 ｔ い 漸 冊 澤 Ｑ 出 ¶ い 図 達 再 詳 ＝ ⊂ 汁 潜 刹 鞘 爺 肩 叫 が 日 針 針 ⊂ ′ 中 Э 田 刹 碑 同 滞 剛

準 ≫ 革 刈 ⊂ ′ ♯ 刈 口 再 ′ 蒔 Э 耐 ゞ Э 澤 刹 □ ‘ 漸 冊 Э 孵 ＝ サ ゛ 諜 ｃ （ 聯 ψ 針 鴫 ′ 書
，
Э

刺 輝 Э 沖 弼 吻 針 ワ 肝 ψ Ｈ 汁 叫 が 日 針 。

〇 　 ― 澪 沸 冊 ＝ 針 淋 聞 澤 勁 鞘 爺 鮮 癖 コ 叫 夕 鹸 ” 肩 再 ′ 藤 薄 潜 刹 鞘 轟 吻 前 卜 ⊂ べ ざ 隣 訓 ⊂

計 ｃ 蒔 Э Ｉ 澪 済 ｍ 再 前 ン 叫 が 同 時 Э 針 ワ 野 ψ 百 叫 い 口 館 。

◎ 　 出 ¶ し 漸 冊 澤 Ｑ 出 ¶ 》 図 薄 鮮 雨 円 肩 蒲 ０ 鐸 粛 Э 畔 剛 再 叫 ０ 百 鵬 叫 ⊂ ワ 日 針 ｏ

Ｇ 　 澪 叫 畔 罫 ＝

＝ 「 い 漸 冊 澤 ｑ 出 ¶ い 図 博 Э 田 刈 鮮 滞 叫 ′ 耶 叫 叫 ぶ 鞘 爺 中 鞘 剛 叫 が 日 針 ｔ 鵬 叫 ⊂ τ 。

針 計 ′ 口 Э 鰐 苛 麟 鞘 剛 叫 か 飾 ⇒ 再 ′ 冊 勁 Э 卦 ざ ＝ 鮮 鍛 漸 ⊂ ′ 却 ひ 卦 き 針 飾 ヨ 百 畔 剛 料

か 館 時 ひ 百 ′ 撫 事 聡 中 癖 コ 斗 夕 肩 鵬 計 ０ バ 再 ′ 則 蝋 澤
，

漸 罰 憚 脚 ＝ Э 嗣 Э 珊 ” 認 蒲 百 十

り Ｎ 叫 叫 タ ロ 館 。

Ｈ 　 ＝ 滞 鞘 癖

導 肩 闘 Ｓ 針 ＝ 爺 Э 罫 丼 滞 ■ ・ 澁 柵 吻 ｄ 叶 か 鰐 爺 膵 出 ¶ ざ 沸 冊 澤 Ｑ 出 洸 し 図 達 Σ 百 鞘 剛

叫 が 日 針 。

斗 　 繭 ヨ
繭 ヨ 再 ′ 翔 聖 針 ⊂ バ ′ 出 ¶ 》 滸 冊 澤 Ｑ 出 ¶ 》 図 撻 Σ 百 鰐 剛 叫 夕 ＝ 針 針 叫 ぶ 吻 ′ さ ０ 酬

雌 （ 謙 態 ｍ 岬 （ 針 τ 酬 岬 叶 ワ ψ 。 憚 引 コ ｃ し 時 Э 淋 コ 由 「 中 蒋 ヨ 叫 夕 節 ０ 再 ´ 謙 薄 酬 畔

柵 コ Э ７ へ ▼ 鮮 鰐 平 ′ 【 Э ７ へ て 石 再 ´ 癖 享 難 滞 回 当 ＝ Э 澪 叫 畔 轟 膵 躙 燕 叫 が 日 針 。

さ 　 が 冊
添 冊 再 ′ 出 咄 》 漸 冊 澤 呪 申 ¶ 》 図 達 コ 肩 畔 剛 叫 夕 日 針 沈 鵬 叫 ｃ ワ 吻 ′ さ け 叶 ヽ ■ 謙 態

則 岬 針 蒔 Э 酬 蝋 吻 潜 田 叫 か 飾 ♪ 再 ′ コ 郵 戸 蒋 コ 研 峰 針 τ 口 針 。

十 　 撃 訓 冊 ＝

製 訓 冊 碑 ′ 出 ¶ じ 沸 冊 澤 呪 出 「 し 図 達 コ 肩 鰐 剛 叫 が 日 時 館 ⊂ ′ ” 冊 再 曰 熙 肩 野 ｃ を 出

丸 や 珊 冊 Σ ｄ 命 ざ 中 小 ひ Э 館 叫 夕 。

一 〇



´判Ｉ
ＪЮ卜剛恩里Ｓ廻）二０瑚里（「）■０ユ馴製円涸ｅ墨冊盤坦ポ

憧」最咽畔乖螂眠州Ｋ眠期こ製川抑期Щ中寸ｏ劇紙晋起□∞ＦЩ∞叶寸怪辟）Ｆ卜ヽＨ叶レ

剛製罪Ⅸ盤坦ポ憧」輌一）■０里３緊呂ｅぬ「ｅ計ＩＫＩて嗜ハ、、卜製⊃眠駆後や鵬ｂ褻

尽鼎盤攣Шｅ＝ヽＫレ学́―袂′絆ａ製０■判臨時⊃鶴里＝喪に憮ШЮ卜夜里撫順ヽ鯉

＝畢継盤機Ш　（∞）

。却日Ю卜眠撫押ヽＫレ）鯉二駆壼区ヽＫレ寧―崚ｅ継咽壼榊亜″壼０いЮ卜選理

旦＝終修♀叫彗Ю卜側くわ黙佃野
，

■押卦凶食卜中６ヽ側照ミト中後榊硬禅鯉坦ポ憧

眠駆ｅ゛Кレ　０

。判日３■申杓眠駆二榊硬ヽ鯉′壼計割α′側鵬議
，

卜眠駆後榊硬ｅ製

眠駆ｅ＝割α′側鵬経Ю卜眠駆後榊ｍｅ製　ヽ

。測日二轟

申杓側く二古匝押榊順ｅ製判榊硬ヽ岬′量里＝側廻製′側憮総Ю卜眠駆二Ｃ製ｅ憮総

熙駆Ｃ＝側酬製一側檬総　卜

鯖製ｅくヽ側慄食卜中（倒）

。期
Ｉ
ＪЮ卜価ＭいヽЮＣ＝旦歴歴Ｃ螢単唱郎ヽいも３轡Ｄヨ颯里臨盪降後腋＾

馴ｅ超側′世腿製⊃廻稲ユ鴎瑯ｅ測計側照ｅ翠却卦凶食卜中ｂ燃腿′練ｅ側螺ミト中　　´

糞翠ｅ坦椰腋　ヽ

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　。測日３

轟⊃約事二世匝掏撫順ｅ翠里側照ｃや′世肛野Ю３）⊃豫晏掏押順蝉螺里側爆式卜中

堅羅ｅ約事佃嘆　ト

鉢凶ミト中６燃側慄食卜中（Ｆ）

「判日マト十硼掏辻印ｅκ墾̈ｅ日
。測日

Ю申拘剛細煮＋いヽ３轟⊃熙憧里＝叫輝盤爆ｂ褻榊硬Ｃ翠）ｏや却（や割伽ЮＣ艘里喘ｏＦ霊

恨憮図）撫剛榔ｅ認製絲柵′Ｄ価Ｍ煮＋旦測同Ю卜熙憧）⊃↑押腋側里州築蝉堰′世榊製Ⅸ

せⅢЮ卜肛二細則部製Ъ黙副細榊腰　Ю

．測Ｉ
ＪЮ卜価即ｅ十二雌翌畑＝ｅ螢ｅ＝叫書盤照ｂ

黙榊贈壼佃い０卜眠駆押騒蕉蝶′二千測却ヾ卜回認里胚螂轡遷樽千哨′⊃興や押計ヾ颯

ｅ腋馴′量佃いマト回鯖掏撃認ｅ＝掴緊腋側旦認製ｅまヽい凶式卜中ｂ晨側慎式卜中

＝輩網掴網　０

　ヽ　　　。ヾ卜Щ聞いヽЮ卜〉苺ヘ

掏綴蝉ｅ測榊硬ｃ翠〉てЮ轡′壼旦く
口野Ю卜眠駆掏計卜低′―も―てハＨ粂撫硬筆螺

＝卜低一―も―て▲Ｈ　ヽ

。二⊃椰馴後判同で士認Ｗ側廻製Ｃ眠冊榊亜禅螺）Ｄ理謎里い凶食卜中６褻側惧ミト中

側胴製　ト

。測
Ｉ
ＪЮ卜興聞い↓Ю仙）眠駆掏撃認′稲製

Ю£里〉瓢む製Ю榊）゛晏卦凶ミト中ｂ晨側慄食卜中後榊硬塔岬′製い。測同卜製撲掏辻

郎ｅヽ世撃編ｂⅨ廻準ｅ網沢轡川Ю卜旺烹粂榊亜怪蝿）まヽい凶式卜中ｂ員側爆式卜中

稲斌ｅくヽい凶ミト中６燃側慄ミト中　（Ｎ）



（ ヽ ） 岬 酬 Э 辮 淋

出 洸 い 冊 冊 百 お 尋 か 酬 酬 Э 肝 柵 再 ´ 翔 聖 針 ｃ （ 準 肩 測 訓 研 ざ べ τ ぶ 肝 器 酬 酬 肩 ” ｏ バ ゴ

ψ 口 針 。 　 ヽ

（ い ） ゛ Э 書

出 洸 い 前 冊 肩 着 朝 斗 夕 謙 鮮 ｍ 蝋 澤 ｑ 【 Э 刈 滸 ＝ 肩 ４ Ｃ （ ′ 出 地 い 冊 冊 Э 酷 叫 澤 Ｑ 謙 態 刺

＝ 司 ト ト Э 静 叫 冊 湿 叶 十 じ コ 薔 薄 前 叫 が 日 針 。

ｏ 　 ゛ Э 藤 Э 湘 事

（ 〓 ） 出 咄 》 側 冊 百 瀞 冊 叫 ぶ 漸 罰 澤 脚 百 ０ ５ べ ′ 鴻 当 番 肩 謙 態 鄭 泄 Э 卦 滞 鮮 郊 麟 肩 野 ｏ べ 需

訓 ⊂ 針 平 ざ 翼 針 伊 針 ワ 。 日 Э 覇 ′ ） え い Ｏ ｃ マ 河 科 前 麟 ひ 爺 ワ ′ 謙 湘 船 訓 勲 ⊂ べ 汗 蠍

蕩 理 叫 夕 口 針 吻 鵬 叫 ｃ ワ 。

（ Ｎ ） 出 地 い 冊 冊 刈 計 滸 鰐 肩 再 一 論 鮮 百 コ 叫 夕 蓼 覇 ´ 郡 洵 ′ 岬 酬 澤 呪 ＋ め 針 苔 畔 ′ 謙 郎 麟 卦

叫 か 冊 ヨ 澤 Ｑ 岬 酬 当 吻 導 聾 ⊂ （ ワ が 日 針 叶 翔 聖 針 叫 夕 。

（ ω ） 罰 Σ 叫 湛 罫 卜 ″ 澤 脚 Э 繭 翔 叫 鰯 澤 Ｑ 車 嚇 ＝ 肩 コ 叫 夕 冊 前 中 那 理 叫 夕 計 ３ ０ 潮 脚 ” 鮮 鰐

剛 ⊂ ′ 出 咄 い 冊 冊 鮮 日 Ｈ 石 別 滸 叫 か 計 ３ Э 繭 叫 諮 鳶 船 認 ＝ 叫 タ ロ 館 。

（ ヽ ） 冊 当 澤 呪 郵 酬 ヨ ＝ Э 卦 罰 澤 脚 麟 謙 鮮 肩 コ 叫 夕 望 嚇 ” ＝ ′ 出 ¶ 》 冊 冊 Э 嵐 Ｈ 針 壮 滸 肩 ｎ

叫 か わ ” ＝ 肩 齢 首 ３ 肩 聯 ヨ 絣 中 か 臼 針 。

（ い ） 謙 蒻 回 百 肝 か 綱 馴 丼 灘 哨 諧 繭 叫 夕 計 ３ ´ 出 ¶ 》 冊 冊 百 索 が 畔 滸 鞘 百 ０ ワ バ Ｈ 当 番 百 謙

鮮 回 針 滞 Э 前 麟 麟 聯 ｕ 口 針 。

（ ０ ） ＝ 「 い 冊 冊 刈 滸 滸 鞘 Э さ Э 弧 畔 ０ ■ サ ゛ 謙 薄 吻 凛 肝 ⊂ 汁 節 ” 再 ″ 謙 態 呻 コ 浮 肩 胆 α 〈

前 鵬 Э 雨 サ ′ 桐 肝 球 直 雌 肩 耐 談 叫 か 針 針 き 肩 刺 器 翔 図 膵 闘 洲 ⊂ ′ ひ ⊂ ′ 出 ¶ い 冊 冊 Э

渦 滸 π ” ｏ バ 刺 洋 σ 計 日 時 吻 ± 洲 ｃ 計 締 ” 再 ′ 臨 惑 サ 百 ヨ 旧 Э 響 咄 戯 国 が 日 針 い

（ 「 ） 浙 滸 畔 再 ″ 中 捕 河 百 計 尋 が 出 咄 い 冊 冊 Э 別 滸 謙 湘 麟 湮 沸 琳 鴻 百 肝 ｃ 問 捕 灘 Ｏ ｏ コ 枡 ロ

叫 ハ 肩 当 闘 ヨ 洞 ′ 爵 ♪ 計 澤 呪 ＃ 塑 図 麟 諮 Ｉ Э 卜 ′ 嗣 肝 躁 直 雌 肩 謝 叶 叫 い 口 針 。

（ ∞ ） 出 ｔ い 冊 冊 Э 刈 滸 井 濁 肩 ０ ワ （ 桐 卜 導 直 雌 吻 塑 際 脚 譲 斗 か 翌 叫 ＝ 百 繁 ヨ 叫 夕 日 針 。

コ こ 　 甫

出 咄 い 珈 冊 肩 着 嘲 叫 夕 謙 態 酬 蝋 Э 珊 事

出 地 い 沸 冊 百 着 朝 叫 夕 謙 欝 酬 蝋 再 ´ 謙 蒻 Э 郡 潮 吻 ゝ 潮 針 蝋 Э ｕ ゛ ′ ヽ Э 淋 苓 Э

鵬 叫 か 畔 針 料 夕 。

Ｏ ・　 ” 華 前 吻 脚 漸 針 ト ワ 再 柵 コ 番 コロ
ー 河 囲 潮 Ｘ 再 ＃ 弊 冊 鴻 鮮 ゝ 剛 針 叫 ぶ 節 ”

Ｏ ・　 ” 求 洵 吻 謙 態 Э 際 剛 鮮 蒲 蘇 ⊂ さ 斗
，

沸 洋 百 計 が 締 ⇒

◎ ・　 ン 認 麟 刑 叫 か 錦 尊 而 珊 戯 ＾ 計 か 師 ”

N

〓 ０ 憚 卜 肩 騨



∞

一　　　。測
ｌＪЮ卜椰掏撃認需側卜製捉押辻陣ЮЪ駆旦ヽ

。判
ＩＪЮ総ｐ廻拠轡螺像後雌爬ｅや′壼朱Ｋ　ロ

。測
ＩＪЮ総ｐ廻諄轟螺や後＝渓ЪＲ嘔興Ｃψ′壼旧訓Ъ黙旧Ｋ　ヽ

。測
ＩＪЮ二）Ｊ製授掏辻椰ЮЪ駆二部′量）■０里Ъ＝翠ｅ側慄

ヽ　　　。測日

０£やＣｐヾ和ｐ後判日〉肛ぐｅ里世絆米′０晏′〉柾後坦仰腋再一便　＝

。判日Ю卜測廻雌Ю褐歴後雌旦Ｅ

耐皿′０粂′榊）歴肛）３轡⊃眠運掏理ｅ件′壼雌ｅ距ｅ判側照却側侵　′ヽ

。判
‐
ＪЮ捻）刊世終螺豫後長く⊃ヨｅ２、てｅｐ悩希ま゛晏側慄　ロ

、　　　　　　　　　　　　　　。
´０」ヾ

）⊃螢ｅｌ
Ｊ′世佃螂ЮＣ鵬測判綱後冊最蝶撻回轟′⊃製製。判

Ｉ
ＪЮ拍）旦

いヽ二終晏肛旦世匝後階ｅ踵Ｃ側慄判側侵ЪＲ腿ｅ距Ｃ判側侵測希く　ヽ

。判日Ю二）⊃理担掏辻陣ЮЪ駆ユヽ′壼）３０ユ＝腿′便ｅ側慄　劇

。判同Ю代）廻雌轟いヽ二〉旦長嘆里乖ま後顆側ｅ希超　讐

。二轡）ひ壼Ｃ日′壼佃いいｔ掏製理）３０里盤煤製０に掏響い

ｅ側慄ｃ仕出´⊃製製。判
Ｉ
ＪЮ£月ヽミユース寸Ｎ後杓柾ｅ状Ｋｅ側惧　＝

。二終ｐ

ひ螢ｅ同′壼佃いいＬや製理）■０里堅慄製ＯＬ押響いＣ側慄Ｃ母出′⊃

製製。判同Ю£）月ヽ食ユーヽ択眸

，

）製薫Ｑ馬里預択Ю卜駅黙里中∽

紙鏃劇∬（中円∞∬午督＃Ｒ羅盟）↑に製嶼叫Ⅷ熙型′世燿旧ＫＣ側煤　′ヽ

一　　　　　　　　　　。判
Ｉ
ＪЮ£後側―いゃハЪＲ全ＹユニＥ側慄　回

。判同Ю卜樽押（。う匝卜ヽ

。い３掏側Ю卜佃翠里響里壼Ю卜⊃くヨ゛晏希ま旦側慄稲判′⊃蝉饉旦側

照）側混′⊃苺側軍Ю卜桝認枷（。り匝トバ。い二掏低慄憚熙憧や卜投黙里岬

Ｎ∬喘卜∬（中８Ｎ紙世預購Ｒ晨雪）預憮幽）Ｋ慄爛ポ憧ＣＫｒ′壼側憚　ヽ

．判日Ю二）⊃収担掏辻躙Юｂ叩旦ヽし量）３０旦廻埋筍燃拠旧Ｃ側憚　ｒ

。測
Ｉ
ＪЮ二）⊃倅掏（。い３測「側慄岬―線」卜ヽ）側慄卜型提掏辻陣ЮЪ駆旦ヽ　―

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　０噸卜測ｅやいＬ）

３０ュＣギヾ二）⊃製授掏辻陣ЮЪ駆里κ′量似理ｅ肛墾憮国製理爛ポ憧即―∬　Ｆ∬

一　　　　　　　　　　　　　　。Ю卜暖用゛条ＩＦЩヾ購〓怪

辟′せ）３０里ｏｅｌｅ劇∬′Ｄ鋼製。Ю卜眠涸０条□ｒЩヾせ〓怪辟Ｓ́製ユい↓

ｅＸ御冊Ⅷｅ肛導量Ш似理環ポ憧ЮＣ製ｅ田＜川趾〉ゆ瑚里投黙ｅ野劇∬喘８∬世預

Ю卜田旦機国Ю卜鞍里榊順ｅ環熙憧Ъ晨盤卜Ｃ環熙憧′榊ゆⅧ里似黙ｅ四劇∬喘円∬

八中ユ一冊世預＃９怪辟）世嶼ヾトロ里憮幽Ю卜夜里榊順ｅ環熙憧Ъ燃盤串ｅ環熙憧

叫瑚ｅ駆毒憮Ш似聖環熙憧やＣ製ｅ田＜暉釈川叫〉や瑚旦製黙ｅ

劇ｅ喘円紙世嶼Ю卜田二壕ШＯ卜鞍ユ榊順ｅ環熙憧ｂ褻坦詳ｅ環熙憧

（中等状嚇巾柳期叫回ＰЩ∞貯〓昼叶）



へ 　 冊 訓 畔 鎌 碑 ′ ゆ 享 刈 緋 琳 （ 剛 準 Э 冊 刈 Э お 叶 お 琲 肩 コ ワ か 緋 琳 鮮 ワ ｏ 。 ）

Э ひ Э Ｘ 再 劇 聯 流 計 淋 （ 淋 冊 サ ゛ Э ♯ 勁 Э Ｉ 普 職 聯 湿 研 陣 バ お 刈 Э Ｉ 当 肩

コ
，
い 計 琳 い

，
０ し ＾ 計 ０ バ 熙 澪 前 Э 漸 翔 丼 燿 絣 ＝ 蘭 沸 冊 ＝ （ ∬ ― 前 郵 冊

澤 Ｑ 口 ざ π 罪 滞 叫 か 彗 冊 膵 ワ ｏ 。 江 デ コ ｃ 。 ） コ 百 劇 洲 ン 叶 岸 針 ワ 計 ３ 肩

＋ ⇒ 針 詳 ヨ 麟 卦 叫 か 劇 へ ￥ 會 ― 中 菰 ン バ ワ か け Э ｄ 計 が 日 針 ο

口 　 鵬 鄭 漸 罰 コ Э ∬ ― 蘭 漸 ＝ ＝ Э 図 達 （ 江 引 「 事 鴻 図 達 」 叶 ワ ｏ 。 ） 肩 ユ 叫 タ

が 刈 鞘 葬 再 ′ 鵬 騨 沸 罰 Э 書 Э 図 達 肩 単 叫 か 誌 刈 畔 癖 針 コ ト Э ひ Э 針 ⊂ 針 ワ

ロ 針 。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

ヽ ′ 　 お 剪 畔 謙 肩 再 ′ 享 彗 肩 熙 滞 誨 Э 郵 翔 芽 ゛ 遡 群 叫 陣 針 τ 計 ３ π ＋ め 針 譜 ヨ

・ 船 卦 叫 か 劇 へ ざ ☆ 卜 吻 畔 剛 叶 ざ 一 Ｘ 再 冊 謝 Э 降 漸 ゛ 罫 卜 叫 か 汁 ψ 針 藤 甜 沈

鰐 尋 伊 ざ ベ ワ 小 日 針 。

Ｈ 　 ＃ 鴻 図 簿 百 計 平 か ♯ 刹 再 ´ 鵬 畔 沸 罰 Э 【 き ヽ き Э ∬ ― 耐 泌 冊 ＝ 鴫 針 百 牟

ざ ざ か け Э （ 計 が 口 針 。

テ 　 竜 一 刈 畔 葬 百 再 ′ 享 当 肩 颯 澪 削 Э 漸 翔 暮 鮮 薄 群 叶 畔 針 τ 汁 ３ 肩 ＋ め 針 譜 ヨ

船 卦 叫 か Ч へ じ 會 ― 沈 畔 剛 針 ざ バ ワ が 日 針 。

，
　 嗣 用 世 奢 （ 中 ざ へ き Э ∬ ＝ 面 漸 冊 ＝ Э コ 彗 Э 勁 円 中 小 Э 準 彗 Э 刈 田 野 ｃ

甫 〈 叫 が 日 針 麟 ワ ψ 。 ） 助 斗 甜 （ 針 が 口 針 。

７ ＃̈ 鴻 図 簿 コ Э 潜 刈 鮮 ＋ め 戸 聯 ｕ 譜 け 鮮 卦 叫 夕 日 針 。

０ 　 誌 丼 ′ 導 装 ＝ 肩 ０
，

パ 再 ′ 沿 π 肺 馬 か 湘 苓 鮮 罫 汁 ｃ パ ワ い 口 針 。

ヽ 　 　 へ 　 糾 ゛ 事 鴻 図 達 Э 計 ３ Э ♯ 丼 瀧 悩 鰐 爺 （ 颯 澪 詳 Э 荘 丼 叶 澁 柵 Ｘ 再 ユ 回 ｄ 叶

か 滸 畔 叶 ワ ψ 。 ） 膵 封 叫 か 日 針 。

口 　 漸 冊 澤 呪 卦 冊 戸 中 ざ へ き 洲 訃 ワ 畔 壽 （ 引 汗 す ´ 滞 目 ＝ Э 計 ３ ０ 翠 癖 麟 ワ

ｏ 。 湾 引 コ ｃ ｏ ） サ 畔 剛 叶 ざ バ ワ い 口 針 。

ヽ ′ 　 ∬ ― 耐 漸 冊 ♯ 肩 計 平 か お 栄 澤 呪 誌 謝 Э 計 ３ Э 鰐 蔀 碑 ′ 降 誹 鮮 罫 卜 叫 か 計

３ ０ 藤 譜 鮮 卦 叫 夕 口 針 。

ロ 　 ロ Э 湘 滞 ワ 畔 葬 Э 丼 詳 再 ´ 湘 Э 甜 ゛ 癖 ざ 針 ワ （ 蒲 奇 （ 叶 か ひ Э 針 叫 夕 日

針 。

ｏ 　 日 ゆ 畔 壽 ＝ 百 ０ ワ （ 再 ′ 潜 肩 肺 馬 か 刑 事 畔 誹 汁 ⊂ ハ ワ い 口 針 。

ヘ 　 ロ ” 鞘 壽 （ 酬 畔 針 目 ” 鮮 卦 鵬 叫 か 蝋
，

軌 目 ” 鮮 闘 箇 肩 聡 ｕ 計 ３ Э 畔 爺 膵

ワ ψ ｏ ） 職 卦 ⊂ バ ワ い 口 針 。

口 　 沸 冊 肩 酬 訓 藤 澤 Ｑ 呻 ▼ 巳 悦 畔 剛 叶 ざ バ τ が 日 針 ∝

ヾ 　 小 Э 書 ヽ 肩 肺 鳥 か 刑 事 膵 誹 汁 ⊂ バ ワ が 日 針 。

へ 　 彗 冊 百 憫 牌 ′ 測 ヽ ゛ ′ 嘲 ヨ 外 小 Э 蒔 Э ゝ 湘 針 器 胸 ＝ 叶 冊 ヨ 肩 着 謙 （ 叶 か

節 ヨ 沈 針 が 日 針 ｏ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・

口 　 澤 型 藤 器 再 ′ 口 ざ 鮮 ↓ ⊂ ハ 書 ０ 酬 岬 ＝ 吻 叫 器 ⊂ 針 ワ 野 ψ 針 琳 い バ 針 が 日

肝 　̈ 　 　 ＾́

ヽ ′ 　 ∬ ― 耐 濡 冊 ＝ Э 漏 洲 畔 癖 再 ″ 冊 刈 吻 罰 皆 肩 〈 ブ 群 酢 針 叫 が 日 館 。

Ｈ 　 沿 百 肺 鳥 か 畔 葬 ＝ ゛ 卦 叫 い 口 針 。

こ 　 鵬 畔 漸 罰 （ 薄 肝 ゞ ＝ 番 部 叫 ゛ 閥 脚 肩 聯 Ｏ ｒｌ
， 針 沈 （ 叶 か 即 燕

Ｎ 　 Ｉ 猫 鄭 泄 削 肩 索 が 鄭 器 諄 鴻 冊 ゞ ゛ 澁 柵 ⊂ ´ Ｘ 再 淳 回 叫 い 口 針 硫 （ 叶 か 畔 轟

“ 一
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